
　

：平成２４年４月改定箇所

Ⅰ　指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　訪問介護費

　２　訪問入浴介護費

　３　訪問看護費

　４　訪問リハビリテーション費

　５　居宅療養管理指導費

　６　通所介護費

　７　通所リハビリテーション費

　８　短期入所生活介護費

　９　短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における短期入所療養介護費

　　　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費

　１０　特定施設入居者生活介護費

　１１　福祉用具貸与費

Ⅱ　指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　居宅介護支援費

Ⅲ　指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造

　１　介護福祉施設サービス

　２　介護保健施設サービス

　３　介護療養施設サービス

　　　イ　療養病床を有する病院における介護療養施設サービス

　　　ロ　療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス

　　　ハ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス

介　護　サ　ー　ビ　ス

介　護　報　酬　の　算　定　構　造



介護　1

Ⅰ　指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造

１　訪問介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注
身体介護の（２）
～（４）に引き続き
生活援助を行っ
た場合

２級サービス提
供責任者を配
置している場合
（※）

事業所と同一
の建物に居住
する利用者30
人以上にサー
ビスを行う場合

２人の訪問介
護員等による
場合

夜間若しくは早
朝の場合又は
深夜の場合

特定事業所加
算

特別地域訪問
介護加算

中山間地域等
における小規
模事業所加算

中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

緊急時訪問介
護加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　＋所定単位×４０／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　（１）の９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　（１）の８０／１００）

２　訪問入浴介護費

注 注 注 注 注 注
介護職員３人が
行った場合

全身入浴が困難
で、清拭又は部
分浴を実施した
場合

事業所と同一
の建物に居住
する利用者30
人以上にサー
ビスを行う場合

特別地域訪問入
浴介護加算

中山間地域等に
おける小規模事
業所加算

中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加
算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　＋所定単位×１８／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　＋（１）の９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　＋（１）の８０／１００）

　：　特別地域訪問入浴介護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

注
所定単位は、イからロまでにより算定した単位数の合計

へ　介護職員
　処遇改善
　加算

ハ　介護職員
　処遇改善
　加算

ロ　サービス提供体制強化加算
　　　　　　　　　　　　　（１回につき　＋２４単位）

イ　訪問入浴介護費
　　　　　　　　　　　　　（１回につき　１，２５０単位）

×９５／１００ ×７０／１００

注
所定単位は、イからホまでにより算定　した単位数の合計

　：　特別地域訪問介護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

＋１５／１００ ＋１０/１００ ＋５／１００×９０／１００

※平成２４年３月31日時点で、現にサービス提供責任者として従事する２級訪問介護員が、平成25年3月31日までに介護福祉士の資格取得又は実務者研修、介護職員基礎研修若しくは１級訪問介護員研修を修了する
　　ことが確実に見込まれる旨を都道府県に届け出ている場合は、平成2５年3月31日までの間、当該サービス提供責任者が従事する指定訪問介護事業所に対する減算を行わない。

基本部分

ニ　初回加算
　　　　　　　　　　　（１月につき　＋２００単位）

ホ　生活機能向上連携加算
　　　　　　　　　　　（１月につき　＋１００単位）

イ
身体介護

×９０／１００

（１）　２０分以上４５分未満
　　　　　　　　    　　　 （１９０単位）

（２）　２０分以上３０分未満
　　　　　　　 　　　　　　（２５４単位）

（３）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　　　　 　　（４０２単位）

夜間又は
早朝の場合
＋２５／１００

深夜の場合
＋５０／１００

ロ
生活援助

（２）　４５分以上
       　　　　　　　　　  （２３５単位）

ハ　通院等乗降介助
　　　　　　　　　　　（１回につき　 １００単位）

（４）　１時間以上
  　（５８４単位に３０分を増すごとに＋８３単位）

基本部分

（１）　２０分未満
　　　　　　　 　　　　　　（１７０単位）

１回につき
＋１００単位

所要時間が
２０分から起算

して２５分
を増すごとに
＋７０単位

（２１０単位を
限度）

＋５／１００＋１０／１００

×２００／１００

×９０／１００

特定事業所加算
（Ⅰ）

＋２０／１００

特定事業所加算
（Ⅱ）

＋１０／１００

特定事業所加算
（Ⅲ）

＋１０／１００

＋１５／１００

 

 [脚注] 

   １．単位数算定記号の説明 

     ＋○○単位    ⇒   所定単位数 ＋ ○○単位 

     －○○単位    ⇒   所定単位数 － ○○単位 

     ×○○／１００  ⇒   所定単位数 × ○○／１００ 

     ＋○○／１００  ⇒   所定単位数 ＋ 所定単位数×○○／１００ 

 



介護　２

３　訪問看護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜間又は早朝の
場合、若しくは深
夜の場合

２人以上による
訪問看護を行う
場合

１時間３０分以
上の訪問看護を
行う場合

要介護５の者の
場合

特別地域訪問
看護加算

中山間地域等に
おける小規模事
業所加算

中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加
算

緊急時訪問看
護加算（※）

特別管理加算 ターミナルケア
加算

イ及びロを算定する場合
　　　　　（１回につき　６単位を加算）

ハを算定する場合
　　　　（1月につき　50単位を加算）

　：　特別地域訪問看護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医療器機等を使用する者等特別な管理が必要な状態の者への月２回以降の緊急時訪問については、夜間，早朝，深夜の加算を算定できるものとする。

死亡日及び
死亡日前14日
以内に2日以上
ターミナルケアを

行った場合
＋2000単位

１月につき
（Ⅰ）の場合

＋500単位又
は

（Ⅱ）の場合
＋250単位

１月につき
訪問看護ステー

ション
の場合

＋５４０単位

病院又は
診療所の場合

＋２９０

ハ　定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　２，９２０単位）

（２）　３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４7２単位）

（３）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８３０単位）

（４）　１時間以上１時間３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　（１，１３８単位）

＋３００単位

＋１５／１００ ＋１０／１００ ＋５／１００

（４）　１時間以上１時間３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８１１単位）

＋３００単位

３０分未満の
場合

＋２５４単位

３０分以上の
場合

＋４０２単位

（２）　３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８１単位）

（３）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５５０単位）

 １月につき
＋２９０単位

基本部分

（１）　２０分未満
      週に1回以上、20分以上の保健師又は
　　 看護師による訪問を行った場合算定可能
　　　　　　　　　　　　　　　　　  （３16単位）

夜間又は早朝の
場合

　＋２５／１００

深夜の場合
　＋５０／１００

ロ　病院又は診療所
　　の場合

（１）　２０分未満
      週に1回以上、20分以上の保健師又は
　　 看護師による訪問を行った場合算定可能
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２５５単位）

医療保険の訪
問看護が必要で
あるものとして主
治医が発行する
訪問看護指示
の文書の訪問看
護指示期間の
日数につき減算
（１日につき）

１月につき
＋５４０単位

事業所と同一
の建物に居住
する利用者30
人以上にサー
ビスを行う場
合

准看護師の場
合

ホ　退院時共同指導加算　　　　　　　　　　　　　（１回につき　＋6００単位）

へ　看護・介護職員連携強化加算　　　　　　　　（１月につき　＋２５０単位）

ニ　初回加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　＋３００単位）

 ト　サービス提供体制強化加算

－９６単位

（５）　理学療法士等の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　（３１６単位）
　　※　1日に2回を超えて実施する場合は９０/１００

イ　指定訪問看護
　　ステーションの場合

×９０／１００

×９０／１００

准看護師に
よる訪問が
1回でもある

場合
×98/100

＋８００単位

×９０／１００



介護　３

４　訪問リハビリテーション費

注 注 注 注

事業所と同一の建
物に居住する利用
者３０人以上に
サービスを行う場
合

中山間地域等に居住
する者へのサービス提
供加算

短期集中リハビリテー
ション実施加算

訪問介護計画を作
成する上での必要
な指導及び助言を
行った場合

　：　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

５　居宅療養管理指導費

 

 

※　ハ（２）（一）（二）について、がん末期の患者及び中心静脈栄養患者については、週2回かつ月8回算定できる。

基本部分

イ　訪問リハビリ
　テーション費

病院又は診療所
の場合

１回につき　３０５単位 ＋５／１００

（二）　同一建物居住者に対して行う場合
　　　（同一日の訪問）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（４５０単位）

（２）　居宅療養管理指導費（Ⅱ）
（在宅時医学総合管理料又は特
定施設入居時等医学総合管理料
を算定する場合）

（一）　同一建物居住者以外の利用者に
　　　対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９０単位）

（二）　同一建物居住者に対して行う場合
　　（同一日の訪問）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２６１単位）

退院・退所日
又は新たに
要介護認定

を受けた日から
１月以内

＋３４０単位

退院・退所日
又は新たに
要介護認定

を受けた日から
１月超３月以内

＋２００単位

介護老人
保健施設の場合

ロ　サービス提供体制強化加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　＋６単位）

基本部分

１回につき
　＋3００単位
（3月に1回
を限度）

イ　医師が行う場合
　（月２回を限度）

（１）　居宅療養管理指導費（Ⅰ）
（（２）以外）

（一）　同一建物居住者以外の利用者に
　　　　対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

×９０／100

（１）　同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （３５０単位）

（２）　同一建物居住者に対して行う場合（同一日の訪問）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（300単位）

ヘ　保健師、看護師が行う場合

（１）　同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　   （４００単位）

（２）　同一建物居住者に対して行う場合（同一日の訪問）
　　　　　　　　　　　　　　　                                    　　（３６０単位）

注
准看護師が行う場合
　　　　　　　　　　　×９０／１００

ハ　薬剤師が行う場合

（１）　病院又は診療所の
　　薬剤師が行う場合
  　（月２回を限度）

（一）　同一建物居住者以外の利用者に
　　　対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　（５５０単位）

（１）　同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

（２）　同一建物居住者に対して行う場合（同一日の訪問）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４５０単位）

注
特別な薬剤の投薬が行われている在宅の利用
者又は居住系施設入居者等に対して、当該薬
剤の使用に関する必要な薬学的管理指導を
行った場合

　
　　　　　　　　　　　　＋１００単位

（二）　同一建物居住者に対して行う場合
　　（同一日の訪問）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８５単位）

ニ　管理栄養士が行う場合
　　（月２回を限度）

（１）　同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （５３０単位）

（２）　同一建物居住者に対して行う場合（同一日の訪問）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４５０単位）

ロ　歯科医師が行う場合
　（月２回を限度）

（２）　薬局の薬剤師の場合
　（月４回を限度）

（一）　同一建物居住者以外の利用者に
　　対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

（二）　同一建物居住者に対して行う場合
　　（同一日の訪問）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（３５０単位）

ホ　歯科衛生士等が行う場合
　　（月４回を限度）



介護　４

６　通所介護費

注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員を
超える場合

又
は

看護・介護職
員の員数が
基準に満たな
い場合

個別機能訓
練加算（Ⅰ）

又
は

個別機能訓
練加算（Ⅱ）

要介護１ （ 461 単位）

要介護２ （ 529 単位）

要介護３ （ 596 単位）

要介護４ （ 663 単位）

要介護５ （ 729 単位）

要介護１ （ 700 単位）

要介護２ （ 825 単位）

要介護３ （ 950 単位）

要介護４ （ 1,074 単位）

要介護５ （ 1,199 単位）

要介護１ （ 809 単位）

要介護２ （ 951 単位）

要介護３ （ 1,100 単位）

要介護４ （ 1,248 単位）

要介護５ （ 1,395 単位）

要介護１ （ 400 単位）

要介護２ （ 457 単位）

要介護３ （ 514 単位）

要介護４ （ 571 単位）

要介護５ （ 628 単位）

要介護１ （ 602 単位）

要介護２ （ 708 単位）

要介護３ （ 814 単位）

要介護４ （ 920 単位）

要介護５ （ 1,026 単位）

要介護１ （ 690 単位）

要介護２ （ 811 単位）

要介護３ （ 937 単位）

要介護４ （ 1,063 単位）

要介護５ （ 1,188 単位）

要介護１ （ 393 単位）

要介護２ （ 449 単位）

要介護３ （ 505 単位）

要介護４ （ 561 単位）

要介護５ （ 617 単位）

要介護１ （ 592 単位）

要介護２ （ 696 単位）

要介護３ （ 800 単位）

要介護４ （ 904 単位）

要介護５ （ 1,009 単位）

要介護１ （ 678 単位）

要介護２ （ 797 単位）

要介護３ （ 921 単位）

要介護４ （ 1,045 単位）

要介護５ （ 1,168 単位）

要介護１ （ 383 単位）

要介護２ （ 437 単位）

要介護３ （ 492 単位）

要介護４ （ 546 単位）

要介護５ （ 601 単位）

要介護１ （ 576 単位）

要介護２ （ 678 単位）

要介護３ （ 779 単位）

要介護４ （ 880 単位）

要介護５ （ 982 単位）

要介護１ （ 660 単位）

要介護２ （ 776 単位）

要介護３ （ 897 単位）

要介護４ （ 1,017 単位）

要介護５ （ 1,137 単位）

　：　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

×７０/１００

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　＋所定単位×１９／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　＋（１）の９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　＋（１）の８０／１００）

×７０/１００ ×７０/１００

注
所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計

 ト　介護職員処遇
　改善加算

（３）　７時間以上９時間未満

（２）　５時間以上７時間未満

（３）　７時間以上９時間未満

（１）　３時間以上５時間未満

ヘ　サービス提供体制
　強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　１２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　６単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　６単位を加算）

二
　
大
規
模
型
通
所
介
護
費

（
Ⅱ

）

（１）　３時間以上５時間未満

（２）　５時間以上７時間未満

（３）　７時間以上９時間未満

ロ
　
通
常
規
模
型
通
所
介
護
費

ハ
　
大
規
模
型
通
所
介
護
費

（
Ⅰ

）

イ
　
小
規
模
型
通
所
介
護
費

ホ
　
療
養
通
所
介
護
費

（１）　３時間以上６時間未満

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１，０００単位）

（２）　６時間以上８時間未満

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１，５００単位）

基本部分

注 注

２時間以上３
時間未満の
通所介護を
行う場合

７時間以上９
時間未満の
通所介護の
前後に日常
生活上の世
話を行う場合

中山間地域
等に居住する
者へのサービ
ス提供加算

入浴介助を
行った場合

１日につき
＋５０単位

＋５／１００

１日につき
＋４２単位

１日につき
＋５０単位

（１）　３時間以上５時間未満

×７０/１００（１）　３時間以上５時間未満

（２）　５時間以上７時間未満

（３）　７時間以上９時間未満

９時間以上10時間
　未満の場合　＋５０単位

　
10時間以上11時間

未満の場合 ＋100単位

11時間以上12時間
未満の場合 ＋１５０単位

９時間以上10時間
　未満の場合　＋５０単位

　
10時間以上11時間

未満の場合 ＋100単位

11時間以上12時間
未満の場合 ＋１５０単位

９時間以上10時間
　未満の場合　＋５０単位

　
10時間以上11時間

未満の場合 ＋100単位

11時間以上12時間
未満の場合 ＋１５０単位

９時間以上10時間
　未満の場合　＋５０単位

　
10時間以上11時間

未満の場合 ＋100単位

11時間以上12時間
未満の場合 ＋１５０単位

×７０/１００

×７０/１００

（２）　５時間以上７時間未満

事業所と同一
建物に居住
する者又は同
一建物から利
用する者に通
所介護を行う
場合

１日につき
－94単位

若年性認知
症利用者受
入加算

栄養改善加
算

口腔機能向
上加算

１日につき
＋６０単位

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）



介護 5 

７　通所リハビリテーション費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場
合

又
は

医師、理学
療法士・作
業療法士・
言語聴覚
士、看護・介
護職員の員
数が基準に
満たない場
合

要介護１ （ 270 単位）

要介護２ （ 300 単位）

要介護３ （ 330 単位）

要介護４ （ 360 単位）

要介護５ （ 390 単位）

要介護１ （ 284 単位）

要介護２ （ 340 単位）

要介護３ （ 397 単位）

要介護４ （ 453 単位）

要介護５ （ 509 単位）

要介護１ （ 386 単位）

要介護２ （ 463 単位）

要介護３ （ 540 単位）

要介護４ （ 617 単位）

要介護５ （ 694 単位）

要介護１ （ 502 単位）

要介護２ （ 610 単位）

要介護３ （ 717 単位）

要介護４ （ 824 単位）

要介護５ （ 931 単位）

要介護１ （ 671 単位）

要介護２ （ 821 単位）

要介護３ （ 970 単位）

要介護４ （ 1,121 単位）

要介護５ （ 1,271 単位）

要介護１ （ 270 単位）

要介護２ （ 300 単位）

要介護３ （ 330 単位）

要介護４ （ 360 単位）

要介護５ （ 390 単位）

要介護１ （ 284 単位）

要介護２ （ 340 単位）

要介護３ （ 397 単位）

要介護４ （ 453 単位）

要介護５ （ 509 単位）

要介護１ （ 386 単位）

要介護２ （ 463 単位）

要介護３ （ 540 単位）

要介護４ （ 617 単位）

要介護５ （ 694 単位）

要介護１ （ 502 単位）

要介護２ （ 610 単位）

要介護３ （ 717 単位）

要介護４ （ 824 単位）

要介護５ （ 931 単位）

要介護１ （ 671 単位）

要介護２ （ 821 単位）

要介護３ （ 970 単位）

要介護４ （ 1,121 単位）

要介護５ （ 1,271 単位）

要介護１ （ 265 単位）

要介護２ （ 295 単位）

要介護３ （ 324 単位）

要介護４ （ 354 単位）

要介護５ （ 383 単位）

要介護１ （ 278 単位）

要介護２ （ 334 単位）

要介護３ （ 390 単位）

要介護４ （ 445 単位）

要介護５ （ 501 単位）

要介護１ （ 379 単位）

要介護２ （ 455 単位）

要介護３ （ 531 単位）

要介護４ （ 606 単位）

要介護５ （ 682 単位）

要介護１ （ 494 単位）

要介護２ （ 599 単位）

要介護３ （ 704 単位）

要介護４ （ 810 単位）

要介護５ （ 916 単位）

要介護１ （ 659 単位）

要介護２ （ 807 単位）

要介護３ （ 954 単位）

要介護４ （ 1,101 単位）

要介護５ （ 1,249 単位）

要介護１ （ 265 単位）

要介護２ （ 295 単位）

要介護３ （ 324 単位）

要介護４ （ 354 単位）

要介護５ （ 383 単位）

要介護１ （ 278 単位）

要介護２ （ 334 単位）

要介護３ （ 390 単位）

要介護４ （ 445 単位）

要介護５ （ 501 単位）

要介護１ （ 379 単位）

要介護２ （ 455 単位）

要介護３ （ 531 単位）

要介護４ （ 606 単位）

要介護５ （ 682 単位）

要介護１ （ 494 単位）

要介護２ （ 599 単位）

要介護３ （ 704 単位）

要介護４ （ 810 単位）

要介護５ （ 916 単位）

要介護１ （ 659 単位）

要介護２ （ 807 単位）

要介護３ （ 954 単位）

要介護４ （ 1,101 単位）

要介護５ （ 1,249 単位）

１日につき
－94単位

ロ
　
大
規
模
の
事
業
所

（
Ⅰ

）
の
場
合

病
院
又
は
診
療
所
の
場
合

基本部分

注
理学療法士
等体制強化
加算

６時間以上８
時間未満の
通所リハビリ
テーションの
前後に日常
生活上の世
話を行う場
合

（２）　２時間以上
　　　 ３時間未満

（３）　３時間以上
      ４時間未満

１日につき
＋３０単位

１日につき
＋３０単位

１日につき
＋３０単位

８時間以上９時
間未満の場合

＋５０単位
９時間以上10時
間未満の場合
＋１００単位

８時間以上９時
間未満の場合

＋５０単位
９時間以上10時
間未満の場合
＋１００単位

８時間以上９時
間未満の場合

＋５０単位
９時間以上10時
間未満の場合
＋１００単位

×７０/１００ ＋５／１００
１日につき

　＋５０単位
×７０/１００

イ
　
通
常
規
模
の
事
業
所
の
場
合

（５）　６時間以上
      ８時間未満

リハビリテー
ションマネジ
メント加算

短期集中リ
ハビリテー
ション実施加
算

個別リハビリ
テーション実
施加算

１日につき
＋６０単位

５５０単位
（月１回を

限度）

１月につき
＋２３０単位

 退所・退院
 日又は新た
 に要介護認
 定を受けた
 日から
 １月以内
 （１日につき
＋120単位）

 退所・退院
 日又は新た
 に要介護認
 定を受けた
 日から
 １月超
 3月以内
 （１日につき
＋60単位）

1回につき
＋80単位

１日につき
＋２４０単位
（週２日を

限度）

事業所と同
一建物に居
住する者又
は同一建物
から利用す
る者に通所ﾘ
ﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
を行う場合

栄養改善加
算

口腔機能向
上加算

重度療養管
理加算

１日につき
＋３０単位

（１）　１時間以上
　　　 ２時間未満

（３）　３時間以上
      ４時間未満

（４）　４時間以上
      ６時間未満

（５）　６時間以上
      ８時間未満

（１）　１時間以上
　　　 ２時間未満

（３）　３時間以上
      ４時間未満

（４）　４時間以上
      ６時間未満

（２）　２時間以上
　　　 ３時間未満

（２）　２時間以上
　　　 ３時間未満

（２）　２時間以上
　　　 ３時間未満

（４）　４時間以上
      ６時間未満

（５）　６時間以上
      ８時間未満

８時間以上９時
間未満の場合

＋５０単位
９時間以上10時
間未満の場合
＋１００単位

認知症短期
集中リハビリ
テーション実
施加算

若年性認知
症利用者受
入加算

中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

入浴介助を
行った場合

理学療法
士、作業療
法士、言語
聴覚士が居
宅を訪問し、
診察、運動
機能検査等
を行い、通
所リハビリ計
画の作成等
を行った場
合

1日につき
＋100単位

（要介護４・５
に限る）

1日につき
＋100単位

（要介護４・５
に限る）

1日につき
＋100単位

（要介護４・５
に限る）

1日につき
＋100単位

（要介護４・５
に限る）

介
護
老
人
保
健
施
設
の
場
合

（１）　１時間以上
　　　 ２時間未満

（３）　３時間以上
      ４時間未満

（４）　４時間以上
      ６時間未満

（５）　６時間以上
      ８時間未満

（１）　１時間以上
　　　 ２時間未満

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

病
院
又
は
診
療
所
の
場
合

介
護
老
人
保
健
施
設
の
場
合



介護 6 

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場
合

又
は

医師、理学
療法士・作
業療法士・
言語聴覚
士、看護・介
護職員の員
数が基準に
満たない場
合

要介護１ （ 258 単位）

要介護２ （ 287 単位）

要介護３ （ 315 単位）

要介護４ （ 344 単位）

要介護５ （ 373 単位）

要介護１ （ 271 単位）

要介護２ （ 326 単位）

要介護３ （ 379 単位）

要介護４ （ 434 単位）

要介護５ （ 487 単位）

要介護１ （ 369 単位）

要介護２ （ 443 単位）

要介護３ （ 516 単位）

要介護４ （ 590 単位）

要介護５ （ 664 単位）

要介護１ （ 480 単位）

要介護２ （ 583 単位）

要介護３ （ 686 単位）

要介護４ （ 788 単位）

要介護５ （ 891 単位）

要介護１ （ 642 単位）

要介護２ （ 785 単位）

要介護３ （ 929 単位）

要介護４ （ 1,072 単位）

要介護５ （ 1,216 単位）

要介護１ （ 258 単位）

要介護２ （ 287 単位）

要介護３ （ 315 単位）

要介護４ （ 344 単位）

要介護５ （ 373 単位）

要介護１ （ 271 単位）

要介護２ （ 326 単位）

要介護３ （ 379 単位）

要介護４ （ 434 単位）

要介護５ （ 487 単位）

要介護１ （ 369 単位）

要介護２ （ 443 単位）

要介護３ （ 516 単位）

要介護４ （ 590 単位）

要介護５ （ 664 単位）

要介護１ （ 480 単位）

要介護２ （ 583 単位）

要介護３ （ 686 単位）

要介護４ （ 788 単位）

要介護５ （ 891 単位）

要介護１ （ 642 単位）

要介護２ （ 785 単位）

要介護３ （ 929 単位）

要介護４ （ 1,072 単位）

要介護５ （ 1,216 単位）

　：　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

１日につき
－94単位

栄養改善加
算

口腔機能向
上加算

重度療養管
理加算

事業所と同
一建物に居
住する者又
は同一建物
から利用す
る者に通所ﾘ
ﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
を行う場合

注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計

基本部分

注
理学療法士
等体制強化
加算

６時間以上８
時間未満の
通所リハビリ
テーションの
前後に日常
生活上の世
話を行う場
合

中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

入浴介助を
行った場合

×７０/１００×７０/１００ ＋５／１００
１日につき

　＋５０単位

５５０単位
（月１回を

限度）

１月につき
＋２３０単位

 退所・退院
 日又は新た
 に要介護認
 定を受けた
 日から
 １月以内
 （１日につき
＋120単位）

 退所・退院
 日又は新た
 に要介護認
 定を受けた
 日から
 １月超
 3月以内
 （１日につき
＋60単位）

1回につき
＋80単位

１日につき
＋２４０単位
（週２日を

限度）

８時間以上９時
間未満の場合

＋５０単位
９時間以上10時
間未満の場合
＋１００単位

１日につき
＋６０単位

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

ホ　介護職員
　処遇改善
　加算

（１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
（1月につき　＋所定単位×１７／１０００）

（２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
（1月につき　＋（１）の９０／１００）

（３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
（1月につき　＋（１）の８０／１００）

ニ　サービス
　提供体制
　強化加算

ハ
　
大
規
模
の
事
業
所

（
Ⅱ

）
の
場
合

（１）　１時間以上
　　　 ２時間未満

（３）　３時間以上
      ４時間未満

（４）　４時間以上
      ６時間未満

（５）　６時間以上
      ８時間未満

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　１２単位を加算）

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　６単位を加算）

（２）　２時間以上
　　　 ３時間未満

（２）　２時間以上
　　　 ３時間未満

理学療法
士、作業療
法士、言語
聴覚士が居
宅を訪問し、
診察、運動
機能検査等
を行い、通
所リハビリ計
画の作成等
を行った場
合

リハビリテー
ションマネジ
メント加算

短期集中リ
ハビリテー
ション実施加
算

個別リハビリ
テーション実
施加算

認知症短期
集中リハビリ
テーション実
施加算

若年性認知
症利用者受
入加算

（１）　１時間以上
　　　 ２時間未満

1日につき
＋100単位

（要介護４・５
に限る）

1日につき
＋100単位

（要介護４・５
に限る）

８時間以上９時
間未満の場合

＋５０単位
９時間以上10時
間未満の場合
＋１００単位

病
院
又
は
診
療
所
の
場
合

１日につき
＋３０単位

（４）　４時間以上
      ６時間未満

（５）　６時間以上
      ８時間未満

（３）　３時間以上
      ４時間未満

介
護
老
人
保
健
施
設
の
場
合

１日につき
＋３０単位



介護　７

８　短期入所生活介護費

注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員
の勤務条件基準
を満たさない場
合

利用者の数及び
入所者の数の合
計数が入所定
員を超える場合

又
は

介護・看護職員
の員数が基準に
満たない場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置してい
ない等ユニットケ
アにおける体制
が未整備である
場合

専従の機能訓練
指導員を配置し
ている場合

看護体制加
算（Ⅰ）

看護体制加算
（Ⅱ）

夜勤職員配
置加算

認知症行動・
心理症状緊
急対応加算

若年性認知
症利用者受
入加算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

緊急短期入
所体制確保
加算

緊急短期入
所受入加算

要介護１ （ 645 単位）

要介護２ （ 715 単位）

要介護３ （ 787 単位）

要介護４ （ 857 単位）

要介護５ （ 926 単位）

要介護１ （ 718 単位）

要介護２ （ 787 単位）

要介護３ （ 858 単位）

要介護４ （ 927 単位）

要介護５ （ 995 単位）

要介護１ （ 609 単位）

要介護２ （ 679 単位）

要介護３ （ 751 単位）

要介護４ （ 821 単位）

要介護５ （ 890 単位）

要介護１ （ 682 単位）

要介護２ （ 751 単位）

要介護３ （ 822 単位）

要介護４ （ 891 単位）

要介護５ （ 959 単位）

要介護１ （ 747 単位）

要介護２ （ 817 単位）

要介護３ （ 890 単位）

要介護４ （ 960 単位）

要介護５ （ 1,029 単位）

要介護１ （ 747 単位）

要介護２ （ 817 単位）

要介護３ （ 890 単位）

要介護４ （ 960 単位）

要介護５ （ 1,029 単位）

要介護１ （ 711 単位）

要介護２ （ 781 単位）

要介護３ （ 854 単位）

要介護４ （ 924 単位）

要介護５ （ 993 単位）

要介護１ （ 711 単位）

要介護２ （ 781 単位）

要介護３ （ 854 単位）

要介護４ （ 924 単位）

要介護５ （ 993 単位）

　：　介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計

イ　短期入所生活
　介護費
　（1日につき）

ロ　ユニット型短期
　入所生活介護費
　（1日につき）

ヘ　介護職員処遇
　改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×２５／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　　　（1月につき　＋（１）の９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　（1月につき　＋（１）の８０／１００）

ホ　サービス提供体制
　　強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

ハ　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（４）　看護体制加算を算定していない場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　４２５単位を加算）

（３）　看護体制加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）をいずれも算定している場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　４１３単位を加算）

ニ　在宅中重度者
　　受入加算

（１）　看護体制加算（Ⅰ）を算定している場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　４２１単位を加算）

（２）　看護体制加算（Ⅱ）を算定している場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　４１７単位を加算）

＋１８単位

＋１３単位

×９７／１００

（２）　併設型短期
　　入所生活介護費

（一）　併設型短期入所
　　生活介護費（Ⅰ）
　　<従来型個室>

（二)　併設型短期入所
　　生活介護費（Ⅱ）
　　<多床室>

（１）　単独型ユニット
　　型短期入所生活
　　介護費

（二）　単独型ユニット型
　　短期入所生活
　　介護費（Ⅱ）
　<ユニット型準個室>

（２）　併設型ユニット
　　型短期入所生活
　　介護費

（一）　併設型ユニット型
　　短期入所生活
　　介護費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

（一）　単独型ユニット型
　　短期入所生活
　　介護費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

×７０／１００

（１）　単独型短期
　　入所生活介護費

×９７／１００

＋８単位

基本部分

注 注

（一）　単独型短期入所
　　生活介護費（Ⅰ）
　　＜従来型個室＞

（二）　併設型ユニット型
　　短期入所生活
　　介護費（Ⅱ）
　　<ユニット型準個室>

注

＋４０単位
＋６０単位
（７日間を

限度）

片道につき
＋１８４単位

（二）　単独型短期入所
　　生活介護費（Ⅱ）
　　<多床室>

＋１２０単位
＋２００単位
（７日間を限

度））
＋１２単位 ＋４単位×７０／１００



介護 8 

９　短期入所療養介護費
　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数及
び入所者の数
の合計数が入
所定員を超え
る場合

又
は

医師、看護職
員、介護職
員、理学療法
士、作業療法
士又は言語聴
覚士の員数が
基準に満たな
い場合

常勤のユニッ
トリーダーをユ
ニット毎に配
置していない
等ユニットケア
における体制
が未整備であ
る場合

夜勤職員配
置加算

リハビリテー
ション機能強
化加算

個別リハビリ
テーション実
施加算

認知症ケア加
算

認知症行動・
心理症状緊
急対応加算

緊急短期入
所受入加算

若年性認知
症利用者受
入加算

重度療養管
理加算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要介護１ （ 750 単位）

要介護２ （ 797 単位）

要介護３ （ 860 単位）

要介護４ （ 912 単位）

要介護５ （ 965 単位）

要介護１ （ 779 単位）

要介護２ （ 851 単位）

要介護３ （ 913 単位）

要介護４ （ 970 単位）

要介護５ （ 1,025 単位）

要介護１ （ 826 単位）

要介護２ （ 874 単位）

要介護３ （ 937 単位）

要介護４ （ 990 単位）

要介護５ （ 1,043 単位）

要介護１ （ 859 単位）

要介護２ （ 933 単位）

要介護３ （ 996 単位）

要介護４ （ 1,052 単位）

要介護５ （ 1,108 単位）

要介護１ （ 775 単位）

要介護２ （ 858 単位）

要介護３ （ 973 単位）

要介護４ （ 1,049 単位）

要介護５ （ 1,125 単位）

要介護１ （ 775 単位）

要介護２ （ 858 単位）

要介護３ （ 1,042 単位）

要介護４ （ 1,118 単位）

要介護５ （ 1,194 単位）

要介護１ （ 854 単位）

要介護２ （ 937 単位）

要介護３ （ 1,052 単位）

要介護４ （ 1,128 単位）

要介護５ （ 1,204 単位）

要介護１ （ 854 単位）

要介護２ （ 937 単位）

要介護３ （ 1,121 単位）

要介護４ （ 1,197 単位）

要介護５ （ 1,273 単位）

要介護１ （ 775 単位）

要介護２ （ 852 単位）

要介護３ （ 946 単位）

要介護４ （ 1,022 単位）

要介護５ （ 1,098 単位）

要介護１ （ 775 単位）

要介護２ （ 852 単位）

要介護３ （ 1,015 単位）

要介護４ （ 1,091 単位）

要介護５ （ 1,167 単位）

要介護１ （ 854 単位）

要介護２ （ 931 単位）

要介護３ （ 1,025 単位）

要介護４ （ 1,101 単位）

要介護５ （ 1,177 単位）

要介護１ （ 854 単位）

要介護２ （ 931 単位）

要介護３ （ 1,094 単位）

要介護４ （ 1,170 単位）

要介護５ （ 1,246 単位）

要介護１ （ 829 単位）

要介護２ （ 876 単位）

要介護３ （ 940 単位）

要介護４ （ 993 単位）

要介護５ （ 1,046 単位）

要介護１ （ 862 単位）

要介護２ （ 936 単位）

要介護３ （ 999 単位）

要介護４ （ 1,055 単位）

要介護５ （ 1,111 単位）

要介護１ （ 829 単位）

要介護２ （ 876 単位）

要介護３ （ 940 単位）

要介護４ （ 993 単位）

要介護５ （ 1,046 単位）

要介護１ （ 862 単位）

要介護２ （ 936 単位）

要介護３ （ 999 単位）

要介護４ （ 1,055 単位）

要介護５ （ 1,111 単位）

要介護１ （ 936 単位）

要介護２ （ 1,019 単位）

要介護３ （ 1,134 単位）

要介護４ （ 1,210 単位）

要介護５ （ 1,286 単位）

要介護１ （ 936 単位）

要介護２ （ 1,019 単位）

要介護３ （ 1,203 単位）

要介護４ （ 1,279 単位）

要介護５ （ 1,355 単位）

要介護１ （ 936 単位）

要介護２ （ 1,019 単位）

要介護３ （ 1,134 単位）

要介護４ （ 1,210 単位）

要介護５ （ 1,286 単位）

要介護１ （ 936 単位）

要介護２ （ 1,019 単位）

要介護３ （ 1,203 単位）

要介護４ （ 1,279 単位）

要介護５ （ 1,355 単位）

要介護１ （ 936 単位）

要介護２ （ 1,013 単位）

要介護３ （ 1,107 単位）

要介護４ （ 1,183 単位）

要介護５ （ 1,259 単位）

要介護１ （ 936 単位）

要介護２ （ 1,013 単位）

要介護３ （ 1,176 単位）

要介護４ （ 1,252 単位）

要介護５ （ 1,328 単位）

要介護１ （ 936 単位）

要介護２ （ 1,013 単位）

要介護３ （ 1,107 単位）

要介護４ （ 1,183 単位）

要介護５ （ 1,259 単位）

要介護１ （ 936 単位）

要介護２ （ 1,013 単位）

要介護３ （ 1,176 単位）

要介護４ （ 1,252 単位）

要介護５ （ 1,328 単位）

（ 650 単位）

（ 900 単位）

（ 1,250 単位）

（ニ）　４時間以上６時間未満

（三）　６時間以上８時間未満

（１）　介護老人保健施設短期
　　入所療養介護費
　　（1日につき）

（一）　介護老人保健施設
     短期入所療養介護費（Ⅰ）

（二）　介護老人保健施設
     短期入所療養介護費（Ⅱ）
　　＜療養型老健：
　　　看護職員を配置＞

（三）　ユニット型介護老人
      保健施設短期入所療養
　　　介護費（Ⅲ）
　　　＜療養型老健：看護
　　　　オンコール体制＞

ｄ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜ユニット型準個室＞【療養強化型】

ｂ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室＞【療養強化型】

ａ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞【療養型】

ｄ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜ユニット型準個室＞【療養強化型】

ｃ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜ユニット型準個室＞【療養型】

ｃ　介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜多床室＞【療養型】

ｄ　介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜多床室＞【療養強化型】

ａ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞【従来型】

基本部分

注

×９７／１００ ×７０／１００ ×７０／１００

＋２４単位

＋３０単位 ＋２４０単位

（３）　特定介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費

（一）　３時間以上４時間未満

（三）　介護老人保健施設
     短期入所療養介護費（Ⅲ）
　＜療養型老健：
　　看護オンコール体制＞

（２）　ユニット型介護老人保健
　　施設短期入所療養介護費
　　（1日につき）

（一）　ユニット型介護老人
　　保健施設短期入所療養
　　介護費（Ⅰ）

（二）　ユニット型介護老人
     保健施設短期入所療養
　　介護費（Ⅱ）
　　＜療養型老健：
　　　看護職員を配置＞

片道につき
＋１８４単位

×９７／１００

1日につき
＋120単位

（要介護４・５
に限る）

＋60単位
（要介護４・５

に限る）

＋７６単位

＋２００単位
（７日間を

限度）
＋１２０単位

＋６０単位

1日につき
＋120単位

（要介護４・５
に限る）

＋90単位
（７日間を

限度）

ｂ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室＞【在宅強化型】

ｃ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜ユニット型準個室＞【療養型】

ｂ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室＞【療養強化型】

ａ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞【療養型】

ｄ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜ユニット型準個室＞【在宅強化型】

ｃ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜ユニット型準個室＞【従来型】

ｂ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅱ）
  ＜従来型個室＞【療養強化型】

ｃ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅲ）
  ＜多床室＞【療養型】

ｄ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅳ）
  ＜多床室＞【療養強化型】

ａ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅰ）
  ＜従来型個室＞【療養型】

ｂ　介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜従来型個室＞【療養強化型】

ａ　介護老人保健施設
   短期入所療養介護費（ⅰ）
  ＜従来型個室＞【従来型】

ｂ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅱ）
  ＜従来型個室＞【在宅強化型】

ｃ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅲ）
  ＜多床室＞【従来型】

ｄ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅳ）
  ＜多床室＞【在宅強化型】

ａ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅰ）
  ＜従来型個室＞【療養型】
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（一）　緊急時治療管理

　：　特別療養費と緊急時施設療養費、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　ＰＴ・ＯＴ・ＳＴによる人員配置減算を適用する場合には、リハビリ機能強化加算を適用しない。

（７）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　＋所定単位×１５／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　＋（一）の９０／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　＋（一）の８０／１００）

注
所定単位は、（１）から（６）までにより算定した単位数の合計

（６）　サービス提供体制強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

注　特別療養費

注　療養体制維持特別加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２７単位を加算）

（５）　緊急時施設療養費

（二）　特定治療

療養型老健以外の場合
（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）

療養型老健の場合
（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）

（４）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）
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ロ　療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員
の勤務条件基
準を満たさない
場合

利用者の数及
び入院患者の
数の合計数が
入院患者の定
員を超える場合 又

は

看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合

又
は

看護師が基準
に定められた看
護職員の員数に
20/100を乗じ
て得た数未満の
場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出た
もので、医師の
数が基準に定め
られた医師の員
数に60/100を
乗じて得た数未
満である場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出た
もの以外で、医
師の数が基準に
定められた医師
の員数に
60/100を乗じ
て得た数未満で
ある場合

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置し
ていない等ユ
ニットケアにおけ
る体制が未整備
である場合

廊下幅が設備
基準を満たさな
い場合

医師の配置につ
いて医療法施
行規則第４９条
の規定が適用さ
れている場合

夜勤を行う職員
の勤務条件に関
する基準の区分
による加算

認知症行動・心
理症状緊急対
応加算

緊急短期入
所受入加算

若年性認知症
利用者受入加
算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要介護１ （ 720 単位）

要介護２ （ 828 単位）

要介護３ （ 1,061 単位）

要介護４ （ 1,161 単位）

要介護５ （ 1,250 単位）

要介護１ （ 829 単位）

要介護２ （ 937 単位）

要介護３ （ 1,170 単位）

要介護４ （ 1,269 単位）

要介護５ （ 1,359 単位）

要介護１ （ 661 単位）

要介護２ （ 768 単位）

要介護３ （ 925 単位）

要介護４ （ 1,078 単位）

要介護５ （ 1,119 単位）

要介護１ （ 770 単位）

要介護２ （ 877 単位）

要介護３ （ 1,034 単位）

要介護４ （ 1,187 単位）

要介護５ （ 1,228 単位）

要介護１ （ 632 単位）

要介護２ （ 741 単位）

要介護３ （ 889 単位）

要介護４ （ 1,043 単位）

要介護５ （ 1,083 単位）

要介護１ （ 741 単位）

要介護２ （ 850 単位）

要介護３ （ 998 単位）

要介護４ （ 1,152 単位）

要介護５ （ 1,192 単位）

要介護１ （ 720 単位）

要介護２ （ 828 単位）

要介護３ （ 975 単位）

要介護４ （ 1,064 単位）

要介護５ （ 1,154 単位）

要介護１ （ 829 単位）

要介護２ （ 937 単位）

要介護３ （ 1,084 単位）

要介護４ （ 1,173 単位）

要介護５ （ 1,263 単位）

要介護１ （ 720 単位）

要介護２ （ 828 単位）

要介護３ （ 934 単位）

要介護４ （ 1,023 単位）

要介護５ （ 1,112 単位）

要介護１ （ 829 単位）

要介護２ （ 937 単位）

要介護３ （ 1,043 単位）

要介護４ （ 1,132 単位）

要介護５ （ 1,221 単位）

要介護１ （ 832 単位）

要介護２ （ 940 単位）

要介護３ （ 1,173 単位）

要介護４ （ 1,272 単位）

要介護５ （ 1,362 単位）

要介護１ （ 832 単位）

要介護２ （ 940 単位）

要介護３ （ 1,173 単位）

要介護４ （ 1,272 単位）

要介護５ （ 1,362 単位）

要介護１ （ 832 単位）

要介護２ （ 940 単位）

要介護３ （ 1,087 単位）

要介護４ （ 1,176 単位）

要介護５ （ 1,265 単位）

要介護１ （ 832 単位）

要介護２ （ 940 単位）

要介護３ （ 1,087 単位）

要介護４ （ 1,176 単位）

要介護５ （ 1,265 単位）

（ 650 単位）

（ 900 単位）

（ 1,250 単位）

　：　特定診療費、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

a.病院療養病床経過型
　短期入所療養
　介護費（ⅰ）
　<従来型個室>（一)　病院療養病床

　　経過型短期入所
　　療養介護費（Ⅰ）

　　看護<6:1>
　　介護<4:1>

（二)　病院療養病床
　　経過型短期入所
　　療養介護費（Ⅱ）

　　看護<8:1>
　　介護<4:1>

（一)　ユニット型病院療養病床短期入所療養
　　介護費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

（４）　ユニット型病院療養病床
　　経過型短期入所療養介護費
　　（１日につき）

b.病院療養病床経過型
　短期入所療養
　介護費（ⅱ）
　＜多床室＞

（二)　ユニット型病院療養病床経過型短期入所
　　療養介護費（Ⅱ）
　　<ユニット型準個室>

b.病院療養病床経過型
　短期入所療養
　介護費（ⅱ）
　＜多床室＞

（一)　ユニット型病院療養病床経過型短期入所
　　療養介護費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

a.病院療養病床経過型
　短期入所療養
　介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

（二)　ユニット型病院療養病床短期入所療養
　　介護費（Ⅱ）
　　<ユニット型準個室>

（２）　病院療養病床経過型
　　短期入所療養介護費
　　（１日につき）

（３）　ユニット型病院療養病床
　　短期入所療養介護費
　　（１日につき）

（一）　３時間以上４時間未満

（６）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（７）　特定診療費

（８）　サービス提供体制
　　強化加算

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（９）　介護職員処遇改善
　　加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　（1月につき　＋（一）の９０／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　＋（一）の８０／１００）

（三）　６時間以上８時間未満

（５）　特定病院療養病床短期入所療養介護費 （二）　４時間以上６時間未満

－２５単位 ×７０／１００ －１２単位

病院療養病床
療養環境減算
　－２５単位

－１２単位

×９０／１００ ×９０／１００

×９０／１００×９０／１００

注

×７０／１００

×９７／１００

基本部分

（１）　病院療養病床短期
　　入所療養介護費
　　（１日につき）

b.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

（三)　病院療養病床
　　短期入所療養
　　介護費（Ⅲ）

　　看護<6:1>
　　介護<6:1>

a.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

（一)　病院療養病床
　　短期入所療養
　　介護費（Ⅰ）
　
　　看護<6:1>
　　介護<4:1>

a.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

（二)　病院療養病床
　　短期入所療養
　　介護費（Ⅱ）

　　看護<6:1>
　　介護<5:1>

a.病院療養病床短期
 入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

注
所定単位は、（１）から（８）までにより算定した単位数の合計

夜間勤務等看
護（Ⅰ）

　＋２３単位

夜間勤務等看
護（Ⅱ）

　＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅲ）

　　 ＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅳ）
＋７単位

＋１２０単位

片道につき
＋１８４単位

＋６０単位

＋２００単位
（７日間を限

度）） ＋９０単位
（７日間を

限度）

×７０／１００
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　ハ　診療所における短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注
利用者の数及び入
院患者の数の合計
数が入院患者の定
員を超える場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に配
置していない等ユ
ニットケアにおける体
制が未整備である場
合

廊下幅が設備基
準を満たさない場
合

認知症行動・心理
症状緊急対応加
算

緊急短期入
所受入加算

若年性認知症利
用者受入加算

利用者に対して送
迎を行う場合

要介護１ （ 701 単位）

要介護２ （ 752 単位）

要介護３ （ 803 単位）

要介護４ （ 853 単位）

要介護５ （ 904 単位）

要介護１ （ 810 単位）

要介護２ （ 861 単位）

要介護３ （ 912 単位）

要介護４ （ 962 単位）

要介護５ （ 1,013 単位）

要介護１ （ 613 単位）

要介護２ （ 658 単位）

要介護３ （ 703 単位）

要介護４ （ 748 単位）

要介護５ （ 794 単位）

要介護１ （ 722 単位）

要介護２ （ 767 単位）

要介護３ （ 812 単位）

要介護４ （ 857 単位）

要介護５ （ 903 単位）

要介護１ （ 813 単位）

要介護２ （ 864 単位）

要介護３ （ 915 単位）

要介護４ （ 965 単位）

要介護５ （ 1,016 単位）

要介護１ （ 813 単位）

要介護２ （ 864 単位）

要介護３ （ 915 単位）

要介護４ （ 965 単位）

要介護５ （ 1,016 単位）

（ 650 単位）

（ 900 単位）

（ 1,250 単位）

　：　特定診療費、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

（７）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　（1月につき　＋（一）の９０／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　（1月につき　＋（一）の８０／１００）

注
所定単位は、（１）から（６）までにより算定した単位数の合計

×７０/１００

×９７／１００

（三）　６時間以上８時間未満

（一)　ユニット型診療所短期入所療養
　　介護費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

（二)　ユニット型診療所短期入所療養
　介護費（Ⅱ）
　<ユニット型準個室>

b.診療所短期入所療養
　介護費（ⅱ）
　<多床室>

基本部分

（二）　４時間以上６時間未満
（３）　特定診療所短期入所
　　　療養介護費

（２)　ユニット
　型診療所
　短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

（１）　診療所
　短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

（５）　特定診療費

（６）　サービス提供体制
　　強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

＋９０単位
（７日間を

限度）

（４）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （1日につき　２３単位を加算）

＋１２０単位

片道につき
　＋１８４単位

＋６０単位

診療所設備基準
減算

－６０単位

＋２００単位
（７日間を限度）

（一）　３時間以上４時間未満

（二)　診療所
　短期入所療養
　介護費（Ⅱ）

　看護・介護
　<3：１>

a.診療所短期入所療養
　介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.診療所短期入所療養
　介護費（ⅱ）
　<多床室>

（一）　診療所
　短期入所療養
　介護費（Ⅰ）

　看護<6：1>
  介護<6：1>

a.診療所短期入所療養
　介護費（ⅰ）
　<従来型個室>



　介護　１2

　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費

注 注 注

利用者の数及び
入院患者の数の
合計数が入院患
者の定員を超える
場合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

又
は

看護師が基準に
定められた看護
職員の員数に
20/100を乗じて
得た数未満の場
合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
で、医師の数が基
準に定められた医
師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
以外で、医師の数
が基準に定められ
た医師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

常勤のユニット
リーダーをユニット
毎に配置していな
い等ユニットケア
における体制が未
整備である場合

利用者に対して
送迎を行う場合

要介護１ （ 1,048 単位）
要介護２ （ 1,113 単位）
要介護３ （ 1,179 単位）
要介護４ （ 1,246 単位）
要介護５ （ 1,312 単位）
要介護１ （ 1,157 単位）
要介護２ （ 1,222 単位）
要介護３ （ 1,288 単位）
要介護４ （ 1,355 単位）
要介護５ （ 1,420 単位）
要介護１ （ 991 単位）
要介護２ （ 1,060 単位）
要介護３ （ 1,129 単位）
要介護４ （ 1,199 単位）
要介護５ （ 1,267 単位）
要介護１ （ 1,100 単位）
要介護２ （ 1,169 単位）
要介護３ （ 1,238 単位）
要介護４ （ 1,308 単位）
要介護５ （ 1,376 単位）
要介護１ （ 962 単位）
要介護２ （ 1,030 単位）
要介護３ （ 1,097 単位）
要介護４ （ 1,164 単位）
要介護５ （ 1,231 単位）
要介護１ （ 1,071 単位）
要介護２ （ 1,139 単位）
要介護３ （ 1,206 単位）
要介護４ （ 1,273 単位）
要介護５ （ 1,340 単位）
要介護１ （ 947 単位）
要介護２ （ 1,012 単位）
要介護３ （ 1,078 単位）
要介護４ （ 1,145 単位）
要介護５ （ 1,211 単位）
要介護１ （ 1,056 単位）
要介護２ （ 1,121 単位）
要介護３ （ 1,187 単位）
要介護４ （ 1,254 単位）
要介護５ （ 1,319 単位）
要介護１ （ 886 単位）
要介護２ （ 952 単位）
要介護３ （ 1,017 単位）
要介護４ （ 1,084 単位）
要介護５ （ 1,150 単位）
要介護１ （ 995 単位）
要介護２ （ 1,060 単位）
要介護３ （ 1,126 単位）
要介護４ （ 1,193 単位）
要介護５ （ 1,259 単位）
要介護１ （ 790 単位）
要介護２ （ 855 単位）
要介護３ （ 921 単位）
要介護４ （ 988 単位）
要介護５ （ 1,054 単位）
要介護１ （ 899 単位）
要介護２ （ 964 単位）
要介護３ （ 1,030 単位）
要介護４ （ 1,097 単位）
要介護５ （ 1,162 単位）
要介護１ （ 1,160 単位）
要介護２ （ 1,225 単位）
要介護３ （ 1,291 単位）
要介護４ （ 1,358 単位）
要介護５ （ 1,423 単位）
要介護１ （ 1,160 単位）
要介護２ （ 1,225 単位）
要介護３ （ 1,291 単位）
要介護４ （ 1,358 単位）
要介護５ （ 1,423 単位）
要介護１ （ 1,103 単位）
要介護２ （ 1,172 単位）
要介護３ （ 1,241 単位）
要介護４ （ 1,311 単位）
要介護５ （ 1,379 単位）
要介護１ （ 1,103 単位）
要介護２ （ 1,172 単位）
要介護３ （ 1,241 単位）
要介護４ （ 1,311 単位）
要介護５ （ 1,379 単位）

（ 650 単位）

（ 900 単位）

（ 1,250 単位）

　：　特定診療費、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

（８）　介護職員
　　処遇改善加算

注
所定単位は、（１）から（７）までにより算定した単位数の合計

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　（1月につき　＋（一）の９０／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　＋（一）の８０／１００）

（２）　認知症
　疾患型経過
　型短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

aユニット型.認知症疾患型
　短期入所療養介護費（ⅰ）
　<ユニット型個室>

（二)　ユニット型
　認知症疾患型
　短期入所療養
　介護費（Ⅱ）

（５）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（３）　ユニット型
　認知症疾患
　型短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

（４）　特定認知症
　疾患型短期入所
　療養介護費 （三）　６時間以上８時間未満

一
般
病
棟

a.ユニット型認知症疾患型
　短期入所療養介護費（ⅰ）
　<ユニット型個室>

（一)　ユニット型
　認知症疾患型
　短期入所療養
　介護費（Ⅰ）

（四)　認知症疾
患
　型短期入所療
養
　介護費（Ⅳ）

　看護<4：1>
　介護<6：1>

b.ユニット型認知症疾患型
　短期入所療養介護費（ⅱ）
　<ユニット型準個室>

（一） 認知症疾患型経過型短期入所療養
　　介護費（Ⅰ）
 　　<従来型個室>

（二） 認知症疾患型経過型短期入所療養
　　介護費（Ⅱ）
　　<多床室>

（二)　認知症
　疾患型短期
　入所療養
　介護費（Ⅱ）

　看護<4：1>
　介護<4：1>

a.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

b.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

a.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

大
学
病
院

a.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

基本部分

注

×７０／１００ －１２単位

b.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

×９７／１００

×９０／１００

×９０／１００×９０／１００

（五)　認知症疾
患
　型短期入所療
養
　介護費（Ⅴ）
　
　経過措置型

（三)　認知症疾
患
　型短期入所療
養
　介護費（Ⅲ）

　看護<4：1>
　介護<5：1>

緊急短期入所受
入加算

×７０／１００

×７０／１００

×９０／１００

＋９０単位
（７日間を

限度）

片道につき
　＋１８４単位

（７）　サービス提供
　　体制強化加算

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（二）　４時間以上６時間未満

（一）　３時間以上４時間未満

（１）　認知症
　疾患型短期
　入所療養
　介護費
　（１日につき）

（一)　認知症
　疾患型短
　期入所療養
　介護費（Ⅰ）

　看護<3：1>
　介護<6：1>

大
学
病
院

b.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

a.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

（６）　特定診療費

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

b.ユニット型認知症疾患型
　短期入所療養介護費（ⅱ）
　<ユニット型準個室>

一
般
病
棟

a.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>



介護　１3

１０　特定施設入居者生活介護費

注 注 注 注 注 注

看護・介護職
員の員数が
基準に満たな
い場合

介護職員の
員数が基準
に満たない場
合

個別機能訓
練加算

夜間看護体
制加算

医療機関連
携加算

障害者等支
援加算

要介護１ （ ５６０ 単位）

要介護２ （ ６２８ 単位）

要介護３ （ ７００ 単位）

要介護４ （ ７６８ 単位）

要介護５ （ ８３８ 単位）

・訪問介護

・身体介護 所要時間15分未満の場合　99単位

所要時間15分以上30分未満の場合　198単位

所要時間30分以上１時間30分未満の場合　270単位に
所要時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに
90単位を加算した単位数
所要時間１時間30分以上の場合　577単位に所要時間
１時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに37
単位を加算した単位数

・生活援助 所要時間15分未満の場合　50単位

所要時間15分以上１時間未満の場合　99単位に所要時
間15分から計算して所要時間が15分増すごとに50単位
を加算した単位数

所要時間１時間以上１時間15分未満の場合　225単位

所要時間１時間15分以上の場合　270単位

・通院等乗降介助 １回につき　９０単位

要介護１ （ ５６０ 単位）

要介護２ （ ６２８ 単位）

要介護３ （ ７００ 単位）

要介護４ （ ７６８ 単位）

要介護５ （ ８３８ 単位）

※　限度額 要介護１ １７，０２４単位
要介護２ １９，０９１単位
要介護３ ２１，２８０単位
要介護４ ２３，３４７単位
要介護５ ２５，４７５単位

※ 　短期利用特定施設入居者生活介護は、区分支給限度基準額に含まれる。

１１　福祉用具貸与費

基本部分

車いす

車いす付属品

特殊寝台

体位変換器

手すり

スロープ

歩行器

歩行補助つえ

移動用リフト

自動排泄処理装置

（２）　死亡日以前２日又は３日
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６８０単位を加算）

（３）　死亡日
　　　　　　　　　　　　（１日につき　1,280単位を加算）

注　看取り介護加算
　（イを算定する場合のみ
　　算定）

ニ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×３０／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　（1月につき　＋（１）の９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　＋（１）の８０／１００）

（１）　死亡日以前４日以上30日以下
　　 　　　　　　　　　 （１日につき　８０単位を加算）

　通常の各サービスの基本部分の報酬単位の　９０／１００

ハ　短期利用特定施設入居者生活介護費
　　（１日につき）※３ ×７０／１００

×７０／１００

　通常の福祉用具貸与と同様

※　ただし、基本部分も含めて要介護度別に定める限度を上限とする。

１日につき
＋２０単位

1日につき
＋１０単位

ロ　外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費
　　（１日につき　８６単位）

・他の訪問系サービス及び通所系サービス

・福祉用具貸与

イ　特定施設入居者生活介護費
　（１日につき） ×７０／１００

1日につき
＋１２単位

1日につき
＋１０単位

１月につき
＋８０単位

　

基本部分

注

委託先である指定居宅サービス事業者により居宅サービスが行われる場合

注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計

※　要介護１の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトを算定しない。
特殊尿器については要介護１から要介護３の者については算定しない。（ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。）

中山間地域等に居住する者への
サービス提供加算

注

　福祉用具貸与費
（現に指定福祉用具貸与に要し
た費用の額を当該事業所の所
在地に適用される１単位の単価
で除して得た単位数）

交通費に相当する額を事業所の所
在地に適用される１単位の単価で
除して得た単位数を加算
（個々の用具ごとに貸与費の１００
／１００を限度）

交通費に相当する額の２／３に相
当する額を事業所の所在地に適
用される１単位の単価で除して得
た単位数を加算
（個々の用具ごとに貸与費の２／
３を限度）

交通費に相当する額の１／３に相当
する額を事業所の所在地に適用され
る１単位の単価で除して得た単位数
を加算
（個々の用具ごとに貸与費の１／３を
限度）

中山間地域等における小規模事
業所加算

床ずれ防止用具

注

認知症老人徘徊感知機器

特殊寝台付属品

特別地域福祉用具貸与加算

注

　：　特別地域福祉用具貸与加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額管理の対象
外の算定項目



介護　１4

Ⅱ　指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造

居宅介護支援費

注 注 注 注 注

運営基準減算 特別地域居宅介護
支援加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

特定事業所集中減
算

要介護１・２ （ ５００単位 ）

要介護３・４・５ （ ６５０単位 ）

要介護１・２ （ ３００単位 ）

要介護３・４・５ （ ３９０単位 ）

（１）　特定事業所加算（Ⅰ）

（２）　特定事業所加算（Ⅱ）

（１）　入院時情報連携加算（Ⅰ）

（２）　入院時情報連携加算（Ⅱ）

※居宅介護支援費（Ⅱ）・（Ⅲ）については、介護支援専門員１人当たりの取扱件数が４０件以上である場合、４０件以上６０件未満の部分については（Ⅱ）を、６０件以上の部分については（Ⅲ）を算定する。

１月につき
－２００単位

＋５／１００＋１０／１００＋１５／１００
（１）　居宅介護支援費（Ⅰ）

　要介護１・２　　  （１，０００単位）
　要介護３・４・５　（１，３００単位）

（３）　居宅介護支援費（Ⅲ）
　（※）

ホ　退院・退所加算

ト　独居高齢者加算

ヘ　認知症加算

ヌ　緊急時等居宅カンファレンス加算 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月に２回を限度に　＋２００単位）

　　　　　　　　　（入院または入所期間中３回を限度に　＋３００単位）

（１月につき　＋１５０単位）

リ　複合型サービス事業所連携加算 　　　　　　（　＋３００単位）

　　　　　　（　＋３００単位）

（１月につき　＋１５０単位）

チ　小規模多機能型居宅介護事業所連携加算

基本部分

（１月につき　＋３００単位）

（運営基準減算の場合）
×５０／１００

（運営基準減算が２月
以上継続している場合）

算定しない

ニ　入院時情報連携加算

ハ　特定事業所加算
（１月につき　＋５００単位）

イ　居宅介護支援費
　（１月につき）

（２）　居宅介護支援費（Ⅱ）
　（※）

（１月につき　＋３００単位）

ロ　初回加算

（１月につき　＋2００単位）

（１月につき　＋１0０単位）



介護　１5

Ⅲ　指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造

１　介護福祉施設サービス

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員の
勤務条件基準を
満たさない場合

入所者の数が入
所定員を超える場
合

又
は

介護・看護職員又
は介護支援専門
員の員数が基準
に満たない場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等
ユニットケアにおけ
る体制が未整備で
ある場合

日常生活継続支
援加算

看護体制加算
（Ⅰ）

看護体制加算
（Ⅱ）

夜勤職員配置加
算

準ユニットケア加
算

個別機能訓練加
算

若年性認知症入
所者受入加算

専従の常勤医師
を配置している場
合

精神科医師による
療養指導が月2回
以上行われている
場合

専従の障害者生
活支援員を配置し
ている場合

要介護１ （ 577 単位）

要介護２ （ 647 単位）

要介護３ （ 719 単位）

要介護４ （ 789 単位）

要介護５ （ 858 単位）

要介護１ （ 630 単位）

要介護２ （ 699 単位）

要介護３ （ 770 単位）

要介護４ （ 839 単位）

要介護５ （ 907 単位）

要介護１ （ 623 単位）

要介護２ （ 691 単位）

要介護３ （ 762 単位）

要介護４ （ 831 単位）

要介護５ （ 898 単位）

要介護１ （ 738 単位）

要介護２ （ 804 単位）

要介護３ （ 875 単位）

要介護４ （ 941 単位）

要介護５ （ 1,007 単位）

要介護１ （ 789 単位）

要介護２ （ 853 単位）

要介護３ （ 924 単位）

要介護４ （ 989 単位）

要介護５ （ 1,054 単位）

要介護１ （ 780 単位）

要介護２ （ 845 単位）

要介護３ （ 914 単位）

要介護４ （ 979 単位）

要介護５ （ 1,043 単位）

要介護１ （ 577 単位）

要介護２・３ （ 689 単位）

要介護４・５ （ 823 単位）

要介護１ （ 630 単位）

要介護２・３ （ 740 単位）

要介護４・５ （ 873 単位）

要介護１ （ 623 単位）

要介護２・３ （ 733 単位）

要介護４・５ （ 864 単位）

要介護１ （ 738 単位）

要介護２・３ （ 844 単位）

要介護４・５ （ 973 単位）

要介護１ （ 789 単位）

要介護２・３ （ 894 単位）

要介護４・５ （ 1,021 単位）

要介護１ （ 780 単位）

要介護２・３ （ 885 単位）

要介護４・５ （ 1,011 単位）

要介護１ （ 659 単位）

要介護２ （ 729 単位）

要介護３ （ 802 単位）

要介護４ （ 872 単位）

要介護５ （ 941 単位）

要介護１ （ 659 単位）

要介護２ （ 729 単位）

要介護３ （ 802 単位）

要介護４ （ 872 単位）

要介護５ （ 941 単位）

要介護１ （ 808 単位）

要介護２ （ 874 単位）

要介護３ （ 945 単位）

要介護４ （ 1,012 単位）

要介護５ （ 1,078 単位）

要介護１ （ 808 単位）

要介護２ （ 874 単位）

要介護３ （ 945 単位）

要介護４ （ 1,012 単位）

要介護５ （ 1,078 単位）

要介護１ （ 659 単位）

要介護２・３ （ 761 単位）

要介護４・５ （ 897 単位）

要介護１ （ 659 単位）

要介護２・３ （ 761 単位）

要介護４・５ （ 897 単位）

要介護１ （ 808 単位）

要介護２・３ （ 915 単位）

要介護４・５ （ 1,044 単位）

要介護１ （ 808 単位）

要介護２・３ （ 915 単位）

要介護４・５ （ 1,044 単位）

注
所定単位は、イからタまでにより算定した単位数の合計

（一）　介護福祉施設
　　サービス費

（二）　小規模介護福祉
　　施設サービス費

（一）　旧措置入所者
　　介護福祉施設
　　サービス費

（二）　小規模旧措置
　　入所者介護福祉
　　施設サービス費

レ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×２５／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　（1月につき　＋（１）の９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　（1月につき　＋（１）の８０／１００）

タ　サービス提供体制強化加算 （１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）
（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）
（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

ル　看取り介護加算 （１）　死亡日以前４日以上30日以下
　　 　　　　　　　　　 （１日につき　 　　８０単位を加算）

（２）　死亡日以前２日又は３日
　　　　　　　　　　　　（１日につき　　　６８０単位を加算）

基本部分

ａ　介護福祉施設サービス費（Ⅰ）
　　<従来型個室>

注　身体拘束廃止未実施減算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

注　外泊時費用

ａ　旧措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅰ）
　　<従来型個室>

ｂ　旧措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅱ）
　　<多床室（平成24年4月1日以前に整備）>

ｃ　旧措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅲ）
　　<多床室（平成24年4月1日後に新設）>

（二）　ユニット型
　　小規模介護福祉
　　施設サービス費

a ユニット型小規模介護福祉施設サービス費（Ⅰ）
　<ユニット型個室>

b ユニット型小規模介護福祉施設サービス費（Ⅱ）
　<ユニット型準個室>

（一）　ユニット型
　　旧措置入所者
　　介護福祉施設
　　サービス費

（二）　ユニット型
　　小規模旧措置
　　入所者介護福祉
　　施設サービス費

a ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設
　サービス費（Ⅰ）
　<ユニット型個室>

b ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設
　サービス費（Ⅱ）
 <ユニット型準個室>

（２）　旧措置入所者
　　介護福祉施設
　　サービス費
　　（1日につき）

（１）　介護福祉施設
　　サービス費
　　（1日につき）

ａ　小規模介護福祉施設サービス費（Ⅰ）
  <従来型個室>

入所定員31人
以上50人以下

６単位

入所定員30人
又は51人以上

４単位

ｂ　介護福祉施設サービス費（Ⅱ）
　　<多床室（平成24年4月1日以前に整備）>

イ
　
介
護
福
祉
施
設
サ
ー

ビ
ス

×９７／１００ ×７０／１００ ×７０／１００

注

＋２３単位

ロ
　
ユ
ニ

ッ
ト
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
介
護
福
祉
施
設
サ
ー

ビ
ス

（１）　ユニット型介護
　　福祉施設
　　サービス費
　　（1日につき）

（一）　ユニット型
　　介護福祉施設
　　サービス費

a ユニット型介護福祉施設サービス費（Ⅰ）
　<ユニット型個室>

b ユニット型介護福祉施設サービス費（Ⅱ）
　<ユニット型準個室>

（２）　ユニット型旧措置
　　入所者介護福祉
　　施設サービス費
　　（１日につき）

＋５単位 ＋２６単位

ｂ　小規模介護福祉施設サービス費（Ⅱ）
　<多床室（平成24年4月1日以前に整備）>

ｃ　小規模介護福祉施設サービス費（Ⅲ）
　<多床室（平成24年4月1日後に新設）>

×９７／１００

入所定員31人
以上50人以下

２７単位

入所定員30人
又は51人以上

１８単位

ａ　小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費（Ⅰ）
<従来型個室>

＋１２単位

ｂ　小規模旧措置入所者介護福祉施設
　　サービス費（Ⅱ）
　<多床室（平成24年4月1日以前に整備）>

ｃ　小規模旧措置入所者介護福祉施設
　　サービス費（Ⅲ）
　　<多床室（平成24年4月1日後に新設）>

入所定員31人
以上50人以下

１３単位

入所定員30人
又は51人以上

８単位

入所定員31人
以上50人以下

２２単位

入所定員30人
又は51人以上

１３単位

a ユニット型旧措置入所者介護福祉施設
　サービス費（Ⅰ）
　<ユニット型個室>

b ユニット型旧措置入所者介護福祉施設
　サービス費（Ⅱ）
　<ユニット型準個室>

ｃ　介護福祉施設サービス費（Ⅲ）
  <多床室（平成24年4月1日後に新設）>

＋５単位

（３）　死亡日
　　　　　　　　　　　　（１日につき　１，２８０単位を加算）

ヲ　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

ワ　在宅・入所相互利用加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

ヨ　認知症行動・心理症状緊急対応加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）

カ　認知症専門ケア加算 （１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　３単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　４単位を加算）

ト　経口維持加算（１日につき）
（２）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　　　　　　　　　　　　　（５単位）

ヌ　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（１）　経口維持加算（Ⅰ）　　　　　　　　　　　　　　　（２８単位）

リ　口腔機能維持管理加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　１１０単位を加算）

チ　口腔機能維持管理体制加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　３０単位を加算）

注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月４回以上行った場合
口腔機能維持管理体制加算を算定していない場合は、算定しない

注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

注

入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき２４６単位を算定

ハ　初期加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

ニ　退所時等相談援助
　　加算

（１）　退所前訪問相談援助加算
　　　（入所中1回（又は2回）を限度に、４６０単位を算定）

（２）　退所後訪問相談援助加算
　　　（退所後1回を限度に、４６０単位を算定）

（３）　退所時相談援助加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

注
入所者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合

（４）　退所前連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

＋１２０単位 ＋２５単位

ホ　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

ヘ　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）



介護16 

２　介護保健施設サービス

注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

入所者の数が
入所定員を超
える場合

又
は

医師、看護職
員、介護職
員、理学療法
士、作業療法
士、言語聴覚
士又は介護支
援専門員の員
数が基準に満
たない場合

常勤のユ
ニットリー
ダーをユ
ニット毎に
配置してい
ない等ユ
ニットケア
における体
制が未整備
である場合

夜勤職員配置
加算

短期集中リハ
ビリテーション
実施加算

認知症短期集
中リハビリテー
ション実施加
算

認知症ケア加
算

若年性認知症
入所者受入加
算

在宅復帰・
在宅療養支
援機能加算

要介護１ （ 710 単位）

要介護２ （ 757 単位）

要介護３ （ 820 単位）

要介護４ （ 872 単位）

要介護５ （ 925 単位）

要介護１ （ 739 単位）

要介護２ （ 811 単位）

要介護３ （ 873 単位）

要介護４ （ 930 単位）

要介護５ （ 985 単位）

要介護１ （ 786 単位）

要介護２ （ 834 単位）

要介護３ （ 897 単位）

要介護４ （ 950 単位）

要介護５ （ 1,003 単位）

要介護１ （ 819 単位）

要介護２ （ 893 単位）

要介護３ （ 956 単位）

要介護４ （ 1,012 単位）

要介護５ （ 1,068 単位）

要介護１ （ 735 単位）

要介護２ （ 818 単位）

要介護３ （ 933 単位）

要介護４ （ 1,009 単位）

要介護５ （ 1,085 単位）

要介護１ （ 735 単位）

要介護２ （ 818 単位）

要介護３ （ 1,002 単位）

要介護４ （ 1,078 単位）

要介護５ （ 1,154 単位）

要介護１ （ 814 単位）

要介護２ （ 897 単位）

要介護３ （ 1,012 単位）

要介護４ （ 1,088 単位）

要介護５ （ 1,164 単位）

要介護１ （ 814 単位）

要介護２ （ 897 単位）

要介護３ （ 1,081 単位）

要介護４ （ 1,157 単位）

要介護５ （ 1,233 単位）

要介護１ （ 735 単位）

要介護２ （ 812 単位）

要介護３ （ 906 単位）

要介護４ （ 982 単位）

要介護５ （ 1,058 単位）

要介護１ （ 735 単位）

要介護２ （ 812 単位）

要介護３ （ 975 単位）

要介護４ （ 1,051 単位）

要介護５ （ 1,127 単位）

要介護１ （ 814 単位）

要介護２ （ 891 単位）

要介護３ （ 985 単位）

要介護４ （ 1,061 単位）

要介護５ （ 1,137 単位）

要介護１ （ 814 単位）

要介護２ （ 891 単位）

要介護３ （ 1,054 単位）

要介護４ （ 1,130 単位）

要介護５ （ 1,206 単位）

要介護１ （ 789 単位）

要介護２ （ 836 単位）

要介護３ （ 900 単位）

要介護４ （ 953 単位）

要介護５ （ 1,006 単位）

要介護１ （ 822 単位）

要介護２ （ 896 単位）

要介護３ （ 959 単位）

要介護４ （ 1,015 単位）

要介護５ （ 1,071 単位）

要介護１ （ 789 単位）

要介護２ （ 836 単位）

要介護３ （ 900 単位）

要介護４ （ 953 単位）

要介護５ （ 1,006 単位）

要介護１ （ 822 単位）

要介護２ （ 896 単位）

要介護３ （ 959 単位）

要介護４ （ 1,015 単位）

要介護５ （ 1,071 単位）

要介護１ （ 896 単位）

要介護２ （ 979 単位）

要介護３ （ 1,094 単位）

要介護４ （ 1,170 単位）

要介護５ （ 1,246 単位）

要介護１ （ 896 単位）

要介護２ （ 979 単位）

要介護３ （ 1,163 単位）

要介護４ （ 1,239 単位）

要介護５ （ 1,315 単位）

要介護１ （ 896 単位）

要介護２ （ 979 単位）

要介護３ （ 1,094 単位）

要介護４ （ 1,170 単位）

要介護５ （ 1,246 単位）

要介護１ （ 896 単位）

要介護２ （ 979 単位）

要介護３ （ 1,163 単位）

要介護４ （ 1,239 単位）

要介護５ （ 1,315 単位）

要介護１ （ 896 単位）

要介護２ （ 973 単位）

要介護３ （ 1,067 単位）

要介護４ （ 1,143 単位）

要介護５ （ 1,219 単位）

要介護１ （ 896 単位）

要介護２ （ 973 単位）

要介護３ （ 1,136 単位）

要介護４ （ 1,212 単位）

要介護５ （ 1,288 単位）

要介護１ （ 896 単位）

要介護２ （ 973 単位）

要介護３ （ 1,067 単位）

要介護４ （ 1,143 単位）

要介護５ （ 1,219 単位）

要介護１ （ 896 単位）

要介護２ （ 973 単位）

要介護３ （ 1,136 単位）

要介護４ （ 1,212 単位）

要介護５ （ 1,288 単位）

（二）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　＜ユニット型個室＞【在宅強化型】

（一）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　＜ユニット型個室＞【従来型】

（四）　介護保健施設サービス費（ⅳ）
　　　＜多床室＞【療養強化型】

（三）　介護保健施設サービス費（ⅲ）
　　　＜多床室＞【療養型】

（二）　介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　＜従来型個室＞【療養強化型】

（一）　介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　＜従来型個室＞【療養型】

（三）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅲ）
　　　＜ユニット型準個室＞【療養型】

（二）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　＜ユニット型個室＞【療養強化型】

（一）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　＜ユニット型個室＞【療養型】

（四）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅳ）
　　　＜ユニット型準個室＞【療養強化型】

（三）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅲ）
　　　＜ユニット型準個室＞【療養型】

（二）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　＜ユニット型個室＞【療養強化型】

（一）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　＜ユニット型個室＞【療養型】

（四）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅳ）
　　　＜ユニット型準個室＞【在宅強化型】

（三）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅲ）
　　　＜ユニット型準個室＞【従来型】

基本部分

注

×９７／１００ ×７０／１００ ×７０／１００

（２）　ユニット型
　介護保健施設
　サービス費（Ⅱ）
　＜療養型老健：
　看護職員を配置＞

イ　介護保健施設
　サービス費
　（1日につき）

（２）　介護保健施設
　サービス費（Ⅱ）
　＜療養型老健：
　看護職員を配置＞

（３）　介護保健施設
　サービス費（Ⅲ）
　＜療養型老健：
 看護オンコール体制＞

ロ　ユニット型
　介護保健施設
　サービス費
　（1日につき）

（１）　ユニット型
　介護保健施設
  サービス費（Ⅰ）

（３）　ユニット型
　介護保健施設
　サービス費（Ⅲ）
　＜療養型老健：
　看護オンコール体制＞

（１）　介護保健施設
　サービス費（Ⅰ）

×９７／１００

（四）　介護保健施設サービス費（ⅳ）
　　　＜多床室＞【療養強化型】

（三）　介護保健施設サービス費（ⅲ）
　　　＜多床室＞【療養型】

（二）　介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　＜従来型個室＞【療養強化型】

（一）　介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　＜従来型個室＞【療養型】

（四）　介護保健施設サービス費（ⅳ）
　　　＜多床室＞【在宅強化型】

（三）　介護保健施設サービス費（ⅲ）
　　　＜多床室＞【従来型】

（二）　介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　＜従来型個室＞【在宅強化型】

（一）　介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　＜従来型個室＞【従来型】

（四）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅳ）
　　　＜ユニット型準個室＞【療養強化型】

1日につき
＋２１単位

1日につき
＋２１単位

1日につき
＋２４０単位

1日につき
＋２４０単位
（週３日を限

度）

1日につき
＋７６単位

1日につき
＋１２０単位

1日につき
＋２１単位

1日につき
＋２１単位

１日につき
＋２４単位
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注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月４回以上行った場合
口腔機能維持管理体制加算を算定していない場合は、算定しない

リ　口腔機能維持管理体制加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　３０単位を加算）

ヌ　口腔機能維持管理加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　１１０単位を加算）

（１）　経口維持加算（Ⅰ）　　　　　　　（２８単位）

（２）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　　　　　（５単位）

ホ　退所時指導等加算 （１）　退所時等指導加算

（三）　退所時指導加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

ツ　サービス提供体制強化加算

ネ　介護職員処遇改善加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
                                                           （１日につき　１２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
                                                         　（１日につき　６単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
                                                           （１日につき　６単位を加算）

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１５／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　（1月につき　＋（１）の９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　（1月につき　＋（１）の８０／１００）

注
所定単位は、イからツまでにより算定した単位数の合計

ル　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

ヨ　認知症専門ケア加算 （１）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）
（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　４単位を加算）

ワ　緊急時施設療養費 療養型老健以外の場合
（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）

療養型老健の場合
（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）

（２）　特定治療

（１）　緊急時治療管理

ヲ　在宅復帰支援機能加算
                                                                        （療養型老健に限り１日につき　５単位を加算）

（二）　退所後訪問
　　指導加算
（退所後1回を限度）

（一）　退所前訪問
　　指導加算

在宅強化型以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　（４６０単位を算定）

在宅強化型の場合
　　　　　　　　　　　　　　（４６０単位を算定）

在宅強化型以外の場合
　　（入所中１回（療養型老健の場合は1回
　又は2回）を限度に４６０単位を算定）

在宅強化型の場合
　　（入所中1回を限度に４６０単位を算定）

注　特別療養費

注　療養体制維持特別加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　２７単位を加算）

ハ　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

注　身体拘束廃止未実施減算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

注　外泊時費用 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき３６２単位を算定

療養型老健以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　　　１６０単位を加算）

療養型老健以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　　　８２０単位を加算）

療養型老健以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１，６５０単位を加算）

（３）　死亡日

（２）　死亡日以前2日又は3日

（１）　死亡日以前4日以上30日以下

注　ターミナル
　ケア加算

療養型老健の場合
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　　　１６０単位を加算）

療養型老健の場合
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　　　８５０単位を加算）

療養型老健の場合
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１，７００単位を加算）

※　ＰＴ・ＯＴ・ＳＴによる人員配置減算を適用する場合には、短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算を適

レ　認知症情報提供加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回当たり　３５０単位を加算）

在宅強化型以外の場合　　　　　　　　　　　　（１回につき　　　４６０単位を加算）

療養型老健の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　（1月に1回７日を限度に､1日につき３００単位を算定）

療養型老健以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　（1月に1回７日を限度に､1日につき３００単位を算定）

カ　所定疾患施設療養費

療養型老健以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）

療養型老健の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）

タ　認知症行動・心理症状緊急対応加算

在宅強化型の場合　　　　　　　　　　　（入所者１人につき１回を限度として３００単位を加算）

在宅強化型以外の場合　　　　　　　　（入所者１人につき１回を限度として３００単位を加算）

ソ　地域連携診療計画情報提供加算

注
入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた施設サービス計画の策定と及び診療方針の決定を行った場合に算定

ニ　入所前後訪問指導加算

在宅強化型の場合　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　　　４６０単位を加算）

注
入所期間が１月を超える入所者が退所又は試行的に退所する場合において、当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合

（四）　退所時情報提供加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
退所後の主治医に対して診療情報を提供した場合

（五）　退所前連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

（２）　老人訪問看護指示加算
　　　（入所者1人につき1回を限度として３００単位を算定）

ヘ　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

ト　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

チ　経口維持加算（１日につき）



介護　１8

３　介護療養施設サービス
　イ　療養病床を有する病院における介護療養施設サービス

注 注 注 注 注
夜勤を行う職員の
勤務条件基準を
満たさない場合

入院患者の数が
入院患者の定員を
超える場合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合

又
は

介護支援専門員
の員数が基準に満
たない場合

又
は

看護師が基準に定
められた看護職員
の員数に20/100
を乗じて得た数未
満の場合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
で、医師の数が基
準に定められた医
師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
以外で、医師の数
が基準に定められ
た医師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等
ユニットケアにおけ
る体制が未整備で
ある場合

廊下幅が設備基
準を満たさない場
合

医師の配置につ
いて医療法施行
規則第４９条の規
定が適用されて
いる場合

夜勤を行う職員の
勤務条件に関する
基準の区分による
加算

若年性認知症患
者受入加算

要介護１ （ 670 単位）

要介護２ （ 778 単位）

要介護３ （ 1,011 単位）

要介護４ （ 1,111 単位）

要介護５ （ 1,200 単位）

要介護１ （ 779 単位）

要介護２ （ 887 単位）

要介護３ （ 1,120 単位）

要介護４ （ 1,219 単位）

要介護５ （ 1,309 単位）

要介護１ （ 611 単位）

要介護２ （ 718 単位）

要介護３ （ 875 単位）

要介護４ （ 1,028 単位）

要介護５ （ 1,069 単位）

要介護１ （ 720 単位）

要介護２ （ 827 単位）

要介護３ （ 984 単位）

要介護４ （ 1,137 単位）

要介護５ （ 1,178 単位）

要介護１ （ 582 単位）

要介護２ （ 691 単位）

要介護３ （ 839 単位）

要介護４ （ 993 単位）

要介護５ （ 1,033 単位）

要介護１ （ 691 単位）

要介護２ （ 800 単位）

要介護３ （ 948 単位）

要介護４ （ 1,102 単位）

要介護５ （ 1,142 単位）

要介護１ （ 670 単位）

要介護２ （ 778 単位）

要介護３ （ 925 単位）

要介護４ （ 1,014 単位）

要介護５ （ 1,104 単位）

要介護１ （ 779 単位）

要介護２ （ 887 単位）

要介護３ （ 1,034 単位）

要介護４ （ 1,123 単位）

要介護５ （ 1,213 単位）

要介護１ （ 670 単位）

要介護２ （ 778 単位）

要介護３ （ 884 単位）

要介護４ （ 973 単位）

要介護５ （ 1,062 単位）

要介護１ （ 779 単位）

要介護２ （ 887 単位）

要介護３ （ 993 単位）

要介護４ （ 1,082 単位）

要介護５ （ 1,171 単位）

要介護１ （ 782 単位）

要介護２ （ 890 単位）

要介護３ （ 1,123 単位）

要介護４ （ 1,222 単位）

要介護５ （ 1,312 単位）

要介護１ （ 782 単位）

要介護２ （ 890 単位）

要介護３ （ 1,123 単位）

要介護４ （ 1,222 単位）

要介護５ （ 1,312 単位）

要介護１ （ 782 単位）

要介護２ （ 890 単位）

要介護３ （ 1,037 単位）

要介護４ （ 1,126 単位）

要介護５ （ 1,215 単位）

要介護１ （ 782 単位）

要介護２ （ 890 単位）

要介護３ （ 1,037 単位）

要介護４ （ 1,126 単位）

要介護５ （ 1,215 単位）

※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

（１８）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　＋（一）の９０／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　＋（一）の８０／１００）

注
所定単位は、（１）から（１７）までにより算定した単位数の合計

（二）　老人訪問看護指示加算
　　（入院患者１人につき１回を限度として　　　３００単位算定）

（７）　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

（１２）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（一）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）

（1４）　特定診療費

（１５）　認知症専門ケア加算

（８）　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

（９）　経口維持加算
　　　（１日につき）

（一）　経口維持加算（Ⅰ）　　（２８単位）

（二）　経口維持加算（Ⅱ）　　　（５単位）

（二）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（1日につき　４単位を加算）

（１０）　口腔機能維持管理体制加算　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　３０単位を加算）

（１１）　口腔機能維持管理加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　１１０単位を加算）

入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

入院患者に対して居宅における試行的退院を認めた場合、１月につき６日を限度として１日につき８００単位を算定　（(2)及び(4)の基本単価に限る。）

入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

夜間勤務等看
護（Ⅰ）

　＋２３単位

夜間勤務等看
護（Ⅱ）

　＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅲ）

　　 ＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅳ）
＋７単位

×７０／１００

×９０／１００×７０／１００

×７０／１００ －１２単位－２５単位 ×７０／１００

×９０／１００

注

（一）　療養型
　介護療養施設
　サービス費（Ⅰ）
　
　看護<6:1>
　介護<4:1>

a.療養型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

＋１２０単位

（一）　療養型
　経過型介護
　療養施設
　サービス費（Ⅰ）

　看護<6:1>
　介護<4:1>

a.療養型経過型介護療養
　施設サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.療養型経過型介護療養
　施設サービス費（ⅱ）
　<多床室>

b.療養型経過型介護療養
　施設サービス費（ⅱ）
　<多床室>

（二）　療養型
　介護療養施設
　サービス費（Ⅱ）

　看護<6:1>
　介護<5:1>

b.療養型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

a.療養型介護療養施設
サービス費（ⅰ）
<従来型個室>

（二）　ユニット型療養型経過型介護療養
　 施設サービス費（Ⅱ）
　 <ユニット型準個室>

（二）　ユニット型療養型介護療養施設
　　サービス費（Ⅱ）
　　<ユニット型準個室>

（一）　ユニット型療養型介護療養施設
　　　サービス費（Ⅰ）
　　　<ユニット型個室>

a.療養型経過型介護療養
　施設サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

（二）　療養型
　経過型介護
　療養施設
　サービス費（Ⅱ）

　看護<8:1>
　介護<4:1>

×９０／１００

病院療養病床
療養環境減算
　－２５単位

基本部分

（一）　ユニット型療養型経過型介護療養
　　施設サービス費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

b.療養型介護療養施設
サービス費（ⅱ）
<多床室>

a.療養型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

（三）　療養型
　介護療養施設
　サービス費（Ⅲ）

　看護<6:1>
　介護<6:1>

×９７／１００

－１２単位

×９０／１００

注　身体拘束廃止未実施減算　　（1日につき　５単位を減算）

注　外泊時費用

注　他科受診時費用

（1３）　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

b.療養型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

注　試行的退院サービス費

（３）　ユニット
　型療養型介
　護療養施設
　サービス費
　（１日につき）

（２）　療養型
　経過型介護
　療養施設
　サービス費
（１日につき）

（１）　療養型
　介護療養
　施設サービ
　ス費
（１日につき）

（４）　ユニット
　型療養型
　経過型介護
　療養施設
　サービス費
（１日につき）

（５）　初期加算　　　　　　　　（1日につき　＋３０単位）

a　退院前訪問指導加算
　（入院中1回（又は2回）を限度に、４６０単位を算定）

（６）　退院時
　指導等加算

（一）　退院時等
指導加算

b　退院後訪問指導加算
　（退院後1回を限度に、４６０単位を算定）

c 退院時指導加算
　　　　　　　　　　　　（４００単位）

注
入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合

d 退院時情報提供加算
　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合

e 退院前連携加算
　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月４回以上行った場合
口腔機能維持管理体制加算を算定していない場合は、算定しない

注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

（１７）　サービス提供体制
　強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）
（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）
（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（１６）　認知症行動・心理症状緊急対応加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）



介護　19

  ロ　療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス

注 注 注 注

入院患者の数が入院患
者の定員を超える場合

常勤のユニットリーダー
をユニット毎に配置して
いない等ユニットケアに
おける体制が未整備で
ある場合

廊下幅が設備基準を満
たさない場合

若年性認知症患者受
入加算

要介護１ （ 651 単位）

要介護２ （ 702 単位）

要介護３ （ 753 単位）

要介護４ （ 803 単位）

要介護５ （ 854 単位）

要介護１ （ 760 単位）

要介護２ （ 811 単位）

要介護３ （ 862 単位）

要介護４ （ 912 単位）

要介護５ （ 963 単位）

要介護１ （ 563 単位）

要介護２ （ 608 単位）

要介護３ （ 653 単位）

要介護４ （ 698 単位）

要介護５ （ 744 単位）

要介護１ （ 672 単位）

要介護２ （ 717 単位）

要介護３ （ 762 単位）

要介護４ （ 807 単位）

要介護５ （ 853 単位）

要介護１ （ 763 単位）

要介護２ （ 814 単位）

要介護３ （ 865 単位）

要介護４ （ 915 単位）

要介護５ （ 966 単位）

要介護１ （ 763 単位）

要介護２ （ 814 単位）

要介護３ （ 865 単位）

要介護４ （ 915 単位）

要介護５ （ 966 単位）

（１６）介護職員処遇改善加算 （一）　介護職員処遇改善加算Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　（1月につき　＋（一）の９０／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　＋（一）の８０／１００）

注
所定単位は、（１）から（１５）までにより算定した単位数の合計

入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、１月に４日を
限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

（３）　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

＋１２０単位

a.診療所型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

c退院時指導加算
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

b　退院後訪問指導加算
　（退院後1回を限度に、４６０単位を算定）

a　退院前訪問指導加算
　（入院中1回（又は2回）を限度に、４６０単位を算定）

診療所療養病床
設備基準減算

－６０単位

×９７／１００

×７０／１００

入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につ
き、３６２単位を算定

（二）　ユニット型診療所型介護療養施設サービス費
（Ⅱ）
　　<ユニット型準個室>

注　他科受診時費用

注　身体拘束廃止未実施加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

b.診療所型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

（二）　診療所型
　介護療養施設
　サービス費（Ⅱ）

　看護・介護<3：１>

注
退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合

d 退院時情報提供加算
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

（４）　退院時
　　指導等加算

（一）　退院時等
　　指導加算

e 退院前連携加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合

注
居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

（二）　老人訪問看護指示加算
　　　　　　　　　　　　　　（入院患者１人につき１回を限度として３００単位算定）

（一）　ユニット型診療所型介護療養施設サービス費
（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

基本部分

注　外泊時費用

（２）　ユニット型
　診療所型介護
　療養施設
　サービス費
　（１日につき）

b.診療所型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

（１）　診療所型
　介護療養施設
　サービス費
　（1日につき）

（一）　診療所型
　介護療養施設
　サービス費（Ⅰ）

　看護<6：1>
　介護<6：1>

a.診療所型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

（６）　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

（７）　経口維持加算（１日につき） （一）　経口維持加算（Ⅰ）　　　（２８単位）

（二）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　（５単位）

（５）　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言
及び指導を月１回以上行っている場合

注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月４回以上行った場合
口腔機能維持管理体制加算を算定していない場合は、算定しない

（９）　口腔機能維持管理加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　１１０単位を加算）

（８）　口腔機能維持管理体制加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　３０単位を加算）

（１５）　サービス提供体制強化加算 （一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（二）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　（1日につき　４単位を加算）

（一）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）

（1２）　特定診療費

（１３）　認知症専門ケア加算

（１１）　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（１０）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（１４）　認知症行動・心理症状緊急対応加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）



介護　20 

　ハ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス

注

入院患者の数が入
院患者の定員を超
える場合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合

又
は

介護支援専門員の
員数が基準に満た
ない場合

又
は

看護師が基準に定めら
れた看護職員の員数
に20/100を乗じて得
た数未満の場合

又
は

僻地の医師確保計
画を届出たもので、
医師の数が基準に
定められた医師の
員数に60/100を
乗じて得た数未満
である場合

又
は

僻地の医師確保計
画を届出たもの以
外で、医師の数が
基準に定められた
医師の員数に
60/100を乗じて得
た数未満である場
合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等
ユニットケアにおけ
る体制が未整備で
ある場合

要介護１ （ 998 単位）
要介護２ （ 1,063 単位）
要介護３ （ 1,129 単位）
要介護４ （ 1,196 単位）
要介護５ （ 1,262 単位）
要介護１ （ 1,107 単位）
要介護２ （ 1,172 単位）
要介護３ （ 1,238 単位）
要介護４ （ 1,305 単位）
要介護５ （ 1,370 単位）
要介護１ （ 941 単位）
要介護２ （ 1,010 単位）
要介護３ （ 1,079 単位）
要介護４ （ 1,149 単位）
要介護５ （ 1,217 単位）
要介護１ （ 1,050 単位）
要介護２ （ 1,119 単位）
要介護３ （ 1,188 単位）
要介護４ （ 1,258 単位）
要介護５ （ 1,326 単位）
要介護１ （ 912 単位）
要介護２ （ 980 単位）
要介護３ （ 1,047 単位）
要介護４ （ 1,114 単位）
要介護５ （ 1,181 単位）
要介護１ （ 1,021 単位）
要介護２ （ 1,089 単位）
要介護３ （ 1,156 単位）
要介護４ （ 1,223 単位）
要介護５ （ 1,290 単位）
要介護１ （ 897 単位）
要介護２ （ 962 単位）
要介護３ （ 1,028 単位）
要介護４ （ 1,095 単位）
要介護５ （ 1,161 単位）
要介護１ （ 1,006 単位）
要介護２ （ 1,071 単位）
要介護３ （ 1,137 単位）
要介護４ （ 1,204 単位）
要介護５ （ 1,269 単位）
要介護１ （ 836 単位）
要介護２ （ 902 単位）
要介護３ （ 967 単位）
要介護４ （ 1,034 単位）
要介護５ （ 1,100 単位）
要介護１ （ 945 単位）
要介護２ （ 1,010 単位）
要介護３ （ 1,076 単位）
要介護４ （ 1,143 単位）
要介護５ （ 1,209 単位）
要介護１ （ 740 単位）
要介護２ （ 805 単位）
要介護３ （ 871 単位）
要介護４ （ 938 単位）
要介護５ （ 1,004 単位）
要介護１ （ 849 単位）
要介護２ （ 914 単位）
要介護３ （ 980 単位）
要介護４ （ 1,047 単位）
要介護５ （ 1,112 単位）
要介護１ （ 1,110 単位）
要介護２ （ 1,175 単位）
要介護３ （ 1,241 単位）
要介護４ （ 1,308 単位）
要介護５ （ 1,373 単位）
要介護１ （ 1,110 単位）
要介護２ （ 1,175 単位）
要介護３ （ 1,241 単位）
要介護４ （ 1,308 単位）
要介護５ （ 1,373 単位）
要介護１ （ 1,053 単位）
要介護２ （ 1,122 単位）
要介護３ （ 1,191 単位）
要介護４ （ 1,261 単位）
要介護５ （ 1,329 単位）
要介護１ （ 1,053 単位）
要介護２ （ 1,122 単位）
要介護３ （ 1,191 単位）
要介護４ （ 1,261 単位）
要介護５ （ 1,329 単位）

注

×９０／１００×７０／１００

×７０／１００

×９０／１００

×９０／１００

×９０／１００

×９７／１００

－１２単位

×７０／１００

×７０／１００

（３）　ユニット型
　認知症疾患型
　介護療養施設
　サービス費
　（１日につき）

基本部分

b.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

aユニット型.認知症疾患型
 介護療養施設サービス費（ⅰ）
 <ユニット型個室>

（四）　認知症疾患
　型介護療養施設
　サービス費（Ⅳ）

　看護<4：1>
　介護<6：1>

a.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

（二）　認知症疾患
　型介護療養施設
　サービス費（Ⅱ）

　看護<4：1>
　介護<4：1>

（五）　認知症疾患
　型介護療養施設
　サービス費（Ⅴ）

　経過措置型

a.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

大
学
病
院
等

a.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

大
学
病
院
等

（1）　認知症
　疾患型介護
　療養施設
　サービス費
　（１日につき）

（２）　認知症疾
　患型経過型
　介護療養施設
　サービス費
　（１日につき）

（一）　認知症疾患型経過型介護療養施設
　　サービス費（Ⅰ）
　　<従来型個室>

a.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

（一）　ユニット型
　認知症疾患型
　介護療養施設
　サービス費（Ⅰ）

（一）　認知症疾患
　型介護療養施設
　サービス費（Ⅰ）

　看護<3：1>
　介護<6：1>

（二）　認知症疾患型経過型介護療養施設
　　サービス費（Ⅱ）
　　<多床室>

b.ユニット型認知症疾患型
 介護療養施設サービス費（ⅱ）
 <ユニット型準個室>

一
般
病
院

b.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

a.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

（三）　認知症疾患
　型介護療養施設
　サービス費（Ⅲ）

　看護<4：1>
　介護<5：1>

b.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

b.ユニット型認知症疾患型
 介護療養施設サービス費（ⅱ）
 <ユニット型準個室>

一
般
病
院

（二）　ユニット型
　認知症疾患型
　介護療養施設
　サービス費（Ⅱ）

a.ユニット型認知症疾患型
 介護療養施設サービス費（ⅰ）
 <ユニット型個室>



介護　21 

（１５）　介護職員処遇改善加算 （一）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（二）介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　＋（一）の９０／１００）

（三）介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（１月につき　＋（一）の８０／１００）

注
所定単位は、（１）から（１４）までにより算定した単位数の合計

入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

（６）　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

（二）　老人訪問看護指示加算
　　　（入院患者１人につき１回を限度として３００単位算定）

注
入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合

d 退院時情報提供加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合

e 退院前連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

（５）　退院時指導等
加算

（一）　退院時等
指導加算

b　退院後訪問指導加算
　（退院後1回を限度に、４６０単位を算定）

c 退院時指導加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

注　外泊時費用

注　他科受診時費用

注　身体拘束廃止未実施減算　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

a　退院前訪問指導加算
　（入院中1回（又は2回）を限度に、４６０単位を算定）

（４）　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

（７）　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

（８）　経口維持加算（１日につき） （一）　経口維持加算（Ⅰ）　　　　　（２８単位）

（二）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　　　（５単位）

（1２）　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（１０）　口腔機能維持管理加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　１１０単位を加算）

（９）　口腔機能維持管理体制加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　３０単位を加算）

（１１）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月４回以上行った場合
口腔機能維持管理体制加算を算定していない場合は、算定しない

注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

（1３）  特定診療費

（１４）　サービス提供体制強化加算 （一）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（二）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）



：平成２４年４月改定箇所

Ⅰ　指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　介護予防訪問介護費

　２　介護予防訪問入浴介護費

　３　介護予防訪問看護費

　４　介護予防訪問リハビリテーション費

　５　介護予防居宅療養管理指導費

　６　介護予防通所介護費

　７　介護予防通所リハビリテーション費

　８　介護予防短期入所生活介護費

　９　介護予防短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における介護予防短期入所療養介護費

　　　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

　１０　介護予防特定施設入居者生活介護費

　１１　介護予防福祉用具貸与費

Ⅱ　指定介護予防支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　介護予防支援費

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

介　護　予　防　サ　ー　ビ　ス



予防　１

Ⅰ　指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

１　介護予防訪問介護費

注 注 注 注 注
２級サービス提供
責任者を配置して
いる場合（※）

事業所と同一の建
物に居住する利用
者３０人以上に
サービスを行う場
合

特別地域介護予
防訪問介護加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

（１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　＋所定単位×４０／１０００）

（２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（１月につき　＋（１）の９０／１００）

（３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　＋（１）の８０／１００）

　

２　介護予防訪問入浴介護費

注 注 注 注 注 注
介護職員2人が
行った場合

全身入浴が困難
で、清拭又は部分
浴を実施した場合

事業所と同一の建
物に居住する利用
者３０人以上に
サービスを行う場
合

特別地域介護予
防訪問入浴介護
加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　＋所定単位×１８／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　＋（１）の９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　＋（１）の８０／１００）

へ　介護職員処遇改善加算

注
所定単位は、イからホまでにより算定した単
位数の合計

＋５／１００

ホ　生活機能向上連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋１００単位）

ニ　初回加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　＋２００単位）

　：　特別地域介護予防訪問入浴介護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の
　　対象外の算定項目

※平成２４年３月31日時点で、現にサービス提供責任者として従事する２級訪問介護員が、平成25年3月31日までに介護福祉士の資格取得又は実務者研修、介護職員基礎研修若しくは１級訪問介護員研修
を修了することが確実に見込まれる旨を都道府県に届け出ている場合は、平成2５年3月31日までの間、当該サービス提供責任者が従事する指定訪問介護事業所に対する減算を行わない。

　：　特別地域介護予防訪問介護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外
　　の算定項目

ロ　サービス提供体制強化加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　＋２４単位）

イ　介護予防訪問入浴介護費　　　（１回につき　８５４単位） ×９５／１００ ×７０／１００ ＋１５／１００

ハ　介護職員処遇改善加算

＋５／１００＋１０／１００

基本部分

注
所定単位は、イからロまでにより算定した単位数の合計

×９０／１００

基本部分

イ　介護予防訪問介護費（Ⅰ）

要支援１・２
　　　週1回程度の介護予防訪問介護
　　　が必要とされた者
　　　（１月につき　１，２２０単位）

×９０／１００ロ　介護予防訪問介護費（Ⅱ）

要支援１・２
　　　週２回程度の介護予防訪問介護
　　　が必要とされた者
　　　（１月につき　２，４４０単位）

＋１０／１００＋１５／１００×９０／１００

ハ　介護予防訪問介護費（Ⅲ）

要支援２
　　　週２回を超える程度の介護予防
　　　訪問介護が必要とされた者
　　　（１月につき　３，８７０単位）

 

 [脚注] 

   １．単位数算定記号の説明 

     ＋○○単位    ⇒   所定単位数 ＋ ○○単位 

     －○○単位    ⇒   所定単位数 － ○○単位 

     ×○○／１００  ⇒   所定単位数 × ○○／１００ 

     ＋○○／１００  ⇒   所定単位数 ＋ 所定単位数×○○／１００ 



予防　２

３　介護予防訪問看護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

准看護師の場合 夜間若しくは早朝の場
合又は深夜の場合

２人以上による介護予
防訪問看護を行う場
合

１時間３０分以上の介
護予防訪問看護を行
う場合

特別地域介護予防訪
問看護加算

中山間地域等におけ
る小規模事業所加算

中山間地域等に居住
する者へのサービス提
供加算

緊急時介護予防訪問
看護加算（※）

特別管理加算

　：　特別地域訪問看護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医療機器等を使用する者等特別な管理が必要な状態の者への月２回目以降の緊急的訪問については、夜間、早朝、深夜の加算を算定できるものとする。

４　介護予防訪問リハビリテーション費

注 注 注 注

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

短期集中リハビリ
テーション実施加算

訪問介護計画を作
成する上での必要
な指導及び助言を
行った場合

　：　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

５　介護予防居宅療養管理指導費

※　ハ（２）（一）（二）について、がん末期の患者及び中心静脈栄養患者については、週2回かつ月8回算定できる。

１回につき　３０５単位

基本部分

介護老人保健施設
の場合

事業所と同一の建
物に居住する利用
者３０人以上にサー
ビスを行う場合

イ　指定介護予
防訪問看護ス
テーションの場
合

（５）　理学療法士等の場合
          　　　　　　　　　　　　　　　　　（３１６単位）
　    　※　1日に2回を超えて実施する場合は９０/１００

（２）　３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４７２単位）

×９０／１００

×９０／１００

ホ　サービス提供体制強化加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （１回につき　＋６単位）

（１）　２０分未満
   　　週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による
　　　 訪問を行った場合算定可能
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（255単位）

イ　介護予防
 訪問リハビリ
 テーション費

ハ　初回加算
　　　　　　　　　　　（１月につき　＋３００単位）

へ　保健師、看護
 師が行う場合

（１）　同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　                      　   （４００単位）

（２）　同一建物居住者に対して行う場合（同一日の訪問）
　　　　　　　　　　　　　　　                        　（３６０単位）

（２）　介護予防居宅療養
 管理指導費（Ⅱ）
（在宅時医学総合管理料
又は特定施設入居時等医
学総合管理料を算定する
場合）

（一）　同一建物居住者以外の利用者に
    対して行う場合
                                 （２９０単位）

（二）　同一建物居住者に対して行う場合
   （同一日の訪問）
                             　　（２６１単位）

ホ　歯科衛生士
　等が行う場合
 （月４回を限度）

（１）　同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　                      　　   （３５０単位）

ニ　管理栄養士
　が行う場合
 （月２回を限度）

ロ　歯科医師が
 行う場合
 （月２回を限度）

（１）　同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　（５００単位）

（２）　同一建物居住者に対して行う場合（同一日の訪問）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　（４５０単位）

ハ　薬剤師が
 行う場合

（１）　病院又は診療所の
  薬剤師が行う場合
  （月２回を限度）

（２）　薬局の薬剤師の場合
　（月４回を限度）

基本部分

（２）　３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８１単位）

（３）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５５０単位）

（１）　２０分未満
   　　週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による
　　　 訪問を行った場合算定可能
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３１６単位）

（３）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８３０単位）

（４）　１時間以上１時間３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　（１，１３８単位）

ロ　病院又は診
療所の場合

事業所と同一建物
に居住する利用者
３０人以上にサービ
スを行う場合

×９０／１００

（４）　１時間以上１時間３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８11単位）

ニ　退院時共同指導加算
　　　　　　　　　　　（１回につき　＋6００単位）

１回につき
＋3００単位

（３月に１回を限度）

注
特別な薬剤の投薬が行われている在宅の利用
者又は居住系施設入居者等に対して、当該薬剤
の使用に関する必要な薬学的管理指導を行った
場合

　
　　　　　　　　　　　　＋１００単位

１月につき
（Ⅰ）の場合
＋500単位

又は
（Ⅱ）の場合
＋250単位

３０分未満の
場合

＋２５４単位

３０分以上の
場合

＋４０２単位

1月につき
＋２９０単位

退院（所）日又は新
たに要支援認定を
受けた日から３月以

内
＋２００単位

＋５／１００＋１０／１００＋１５／１００

＋３００単位

＋３００単位

夜間又は早朝の場
合

＋２５／１００

深夜の場合
＋５０／１００

注

＋５／１００

1月につき
 ＋５４０単位

注
准看護師が行う場合
　　　　　　　　　　　×９０／１００

（一）　同一建物居住者以外の利用者に
    対して行う場合
　　                  　　　　　　（５００単位）

×９０／100

（一）　同一建物居住者以外の利用者に
    対して行う場合
　　               　　  　　　　　（５５０単位）

（二）　同一建物居住者に対して行う場合
    （同一日の訪問）
                                 （３８５単位）

（１）　同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　                      　　　　　　　   （５３０単位）

（２）　同一建物居住者に対して行う場合
　　　（同一日の訪問）　　　　　　　　  　　　　　　（４５０単位）

基本部分

イ　医師が行う
 場合
 （月２回を限度）

（１）　介護予防居宅療養
 管理指導費（Ⅰ）
  （（２）以外）

（一）　同一建物居住者以外の利用者に
      対して行う場合
                             　　（５００単位）

（二）　同一建物居住者に対して行う場合
    （同一日の訪問）
                             　　（４５０単位）

（二）　同一建物居住者に対して行う場合
    （同一日の訪問）
                     　　　　　　（３５０単位）

病院又は診療所
の場合

ロ　サービス提供体制強化加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　＋６単位）

（２）　同一建物居住者に対して行う場合
　　　　（同一日の訪問）　  　　　　　　　　　　　　（300単位）
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６　介護予防通所介護費

注 注 注

利用者の数が利
用定員を超える場
合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加算

若年性認知症利
用者受入加算

事業所と同一建
物に居住する者
又は同一建物か
ら利用する者に介
護予防通所介護
を行う場合

運動器機能向上及び栄養改善
　　　　　　（１月につき　４８０単位を加算）

運動器機能向上及び口腔機能向上
　　　　　　（１月につき　４８０単位を加算）

栄養改善及び口腔機能向上
　　　　　　（１月につき　４８０単位を加算）

（２）　選択的サービス複数実施
　　加算（Ⅱ）

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上
　　　　　　（１月につき　７００単位を加算）

要支援１　（１月につき　４８単位を加算）

要支援２　（１月につき　９６単位を加算）

要支援１　（１月につき　２４単位を加算）

要支援２　（１月につき　４８単位を加算）

　：　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

７　介護予防通所リハビリテーション費

注 注 注

利用者の数が利
用定員を超える場
合

又
は

医師、理学療法
士・作業療法士・
言語聴覚士、看
護・介護職員の員
数が基準に満たな
い場合

中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加算

若年性認知症利
用者受入加算

事業所と同一建
物に居住する者
又は同一建物か
ら利用する者に介
護予防通所リハビ
リテーションを行う
場合

要支援１
　　　　（1月につき　２，４１２単位）

－３７６単位

要支援２
　　　　（1月につき　４，８２８単位）

－７５２単位

要支援１
　　　　（1月につき　２，４１２単位）

－３７６単位

要支援２
　　　　（1月につき　４，８２８単位）

－７５２単位

運動器機能向上及び栄養改善
　　　　　　（１月につき　４８０単位を加算）

運動器機能向上及び口腔機能向上
　　　　　　（１月につき　４８０単位を加算）

栄養改善及び口腔機能向上
　　　　　　（１月につき　４８０単位を加算）

（２）　選択的サービス複数実施
　　加算（Ⅱ）

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上
　　　　　　（１月につき　７００単位を加算）

要支援１　（１月につき　４８単位を加算）

要支援２　（１月につき　９６単位を加算）

要支援１　（１月につき　２４単位を加算）

要支援２　（１月につき　４８単位を加算）

　：　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１７／１０００）

注
所定単位は、イからトまでにより算定
した単位数の合計

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋（１）の９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋（１）の８０／１００）

基本部分

注

×７０/１００ ×７０/１００

＋５／１００

基本部分

要支援１
　　　　（1月につき　２，０９９単位）

要支援２
　　　　（1月につき　４，２０５単位）

注

×７０/１００ ×７０/１００

－３７６単位

－７５２単位

１月につき
＋２４０単位

イ　介護予防通所介護費

ロ　生活機能向上グループ活動加算　         　　　（1月につき　１００単位を加算）

ハ　運動器機能向上加算　 　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　２２５単位を加算）

ニ　栄養改善加算　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　（1月につき　１５０単位を加算）

ホ　口腔機能向上加算　　　 　　　　　　　　　　 　　　(1月につき　１５０単位を加算）

注
所定単位は、イからチまでにより算定
した単位数の合計

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１９／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　（1月につき　＋（１）の９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　（1月につき　＋（１）の８０／１００）

＋５／１００
１月につき

＋２４０単位

ニ　口腔機能向上加算　　 　　　　　　　　　　　　　　　 （1月につき　１５０単位を加算）

病院又は診療所
の場合

介護老人保健
施設の場合

イ　介護予防通所
  リハビリテーション費

ハ　栄養改善加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　１５０単位を加算）

ロ　運動器機能向上加算　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　２２５単位を加算）

ヘ　選択的サービス
  複数実施加算

ホ　選択的サービス
　複数実施加算

ヘ　事業所評価加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　１２０単位を加算）

ト　サービス提供体
　制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１）　選択的サービス複数実施
　　加算（Ⅰ）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１）　選択的サービス複数実施
　　加算（Ⅰ）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

ト　事業所評価加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　１２０単位を加算）

チ　サービス提供
  体制強化加算

リ　介護職員処遇
　改善加算

チ　介護職員処遇
　　改善加算
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８　介護予防短期入所生活介護費

注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数及
び入所者の数
の合計数が入
所定員を超え
る場合

又
は

介護・看護職
員の員数が基
準に満たない
場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置して
いない等ユニット
ケアにおける体
制が未整備であ
る場合

機能訓練体
制加算

認知症行動・
心理症状緊急
対応加算

若年性認知
症利用者受
入加算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要支援１ （ 483 単位）

要支援２ （ 600 単位）

要支援１ （ 521 単位）

要支援２ （ 648 単位）

要支援１ （ 455 単位）

要支援２ （ 566 単位）

要支援１ （ 499 単位）

要支援２ （ 614 単位）

要支援１ （ 564 単位）

要支援２ （ 686 単位）

要支援１ （ 564 単位）

要支援２ （ 686 単位）

要支援１ （ 533 単位）

要支援２ （ 662 単位）

要支援１ （ 533 単位）

要支援２ （ 662 単位）

　：介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の
合計

ホ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　（1月につき　＋所定単位×２５／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　（１月につき　＋（１）の９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　（1月につき　＋（１）の８０／１００）

×９７／１００

（一）　併設型介護予防短期入所
　　生活介護費（Ⅰ）
　　<従来型個室>

（二）　併設型介護予防短期入所
　　生活介護費（Ⅱ）
　　<多床室>

ロ　ユニット型
 介護予防
 短期入所生活
 介護費
 （1日につき）

（１）　単独型
 ユニット型
 介護予防短期
 入所生活
 介護費

×７０／１００

（一）　併設型ユニット型介護予防
　　短期入所生活介護費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

（二）　併設型ユニット型介護予防
　　短期入所生活介護費（Ⅱ）
　　<ユニット型準個室>

（二）　単独型ユニット型介護予防
　　短期入所生活介護費（Ⅱ）
　　<ユニット型準個室>

片道につき
　＋１８４単位

注

基本部分

イ　介護予防
 短期入所生活
 介護費
 （1日につき）

×９７／１００ ×７０／１００
1日につき

＋１２０単位

　1日につき
＋２００単位
（７日間を限

度））

1日につき
＋１２単位

（２）　併設型
 介護予防短期
 入所生活
 介護費

（二）　単独型介護予防短期入所
　　生活介護費（Ⅱ）
　　<多床室>

（１）　単独型
 介護予防短期
 入所生活
 介護費

（一）　単独型介護予防短期入所
　　生活介護費（Ⅰ）
　　＜従来型個室＞

（２）　併設型
 ユニット型
 介護予防短期
 入所生活
 介護費

（一）　単独型ユニット型介護予防
    短期入所生活介護費（Ⅰ）
    <ユニット型個室>

ニ　サービス提供体制強化加算

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

ハ　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）
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９　介護予防短期入所療養介護費

　イ　介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員
の勤務条件基準
を満たさない場
合

利用者の数及び
入所者の数の合
計数が入所定員
を超える場合

又
は

医師、看護職
員、介護職員、
理学療法士、作
業療法士又は言
語聴覚士の員数
が基準に満たな
い場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置してい
ない等ユニットケ
アにおける体制
が未整備である
場合

夜勤職員配置
加算

リハビリテーション
機能強化加算

個別リハビリテー
ション実施加算

認知症行動・心
理症状緊急対
応加算

若年性認知症
利用者受入加
算

利用者に対して
送迎を行う場合

要支援１ （ 576 単位）

要支援２ （ 716 単位）

要支援１ （ 605 単位）

要支援２ （ 745 単位）

要支援１ （ 612 単位）

要支援２ （ 766 単位）

要支援１ （ 645 単位）

要支援２ （ 799 単位）

要支援１ （ 580 単位）

要支援２ （ 720 単位）

要支援１ （ 580 単位）

要支援２ （ 720 単位）

要支援１ （ 619 単位）

要支援２ （ 773 単位）

要支援１ （ 619 単位）

要支援２ （ 773 単位）

要支援１ （ 580 単位）

要支援２ （ 720 単位）

要支援１ （ 580 単位）

要支援２ （ 720 単位）

要支援１ （ 619 単位）

要支援２ （ 773 単位）

要支援１ （ 619 単位）

要支援２ （ 773 単位）

要支援１ （ 619 単位）

要支援２ （ 775 単位）

要支援１ （ 652 単位）

要支援２ （ 808 単位）

要支援１ （ 619 単位）

要支援２ （ 775 単位）

要支援１ （ 652 単位）

要支援２ （ 808 単位）

要支援１ （ 646 単位）

要支援２ （ 802 単位）

要支援１ （ 646 単位）

要支援２ （ 802 単位）

要支援１ （ 646 単位）

要支援２ （ 802 単位）

要支援１ （ 646 単位）

要支援２ （ 802 単位）

要支援１ （ 646 単位）

要支援２ （ 802 単位）

要支援１ （ 646 単位）

要支援２ （ 802 単位）

要支援１ （ 646 単位）

要支援２ （ 802 単位）

要支援１ （ 646 単位）

要支援２ （ 802 単位）

（一）　緊急時治療管理

　：　特別療養費と緊急時施設療養費、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　ＰＴ・ＯＴ・ＳＴによる人員配置減算を適用する場合には、リハビリテーション機能強化加算は算定しない。

注
所定単位は、（１）から（５）までにより算定した単位数の合計

注　特別療養費

注　療養体制維持特別加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２７単位を加算）

（３）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（５）　サービス提供体制強化加算

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）
（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１５／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　　　（1月につき　＋（一）の９０／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　（1月につき　＋（一）の８０／１００）

（４）　緊急時施設療養費

療養型老健以外の場合
（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）

療養型老健の場合
（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）

（二）　特定治療

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（６）　介護職員処遇改善加算

１日につき
＋２４０単位

１日につき
＋２００単位
（７日間を限

度）

１日につき
＋１２０単位

片道につき
　＋１８４単位

ｂ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜従来型個室＞【在宅強化型】

ａ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞【療養型】

ｂ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室＞【療養強化型】

ｃ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜多床室＞【従来型】

ｄ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜多床室＞【在宅強化型】

ａ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜従来型個室＞【療養型】

ｂ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜従来型個室＞【療養強化型】

ｃ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜多床室＞【療養型】

ｄ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜多床室＞【療養強化型】

ａ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞【従来型】

ｂ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室＞【在宅強化型】

ｃ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜ユニット型準個室＞【療養型】

基本部分

注

ａ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜従来型個室＞【従来型】

×９７／１００ ×７０／１００ ×７０／１００
１日につき
＋２４単位

1日につき
＋３０単位

ａ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞【療養型】

ｂ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室＞【療養強化型】

ｃ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜ユニット型準個室＞【療養型】

ｄ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜ユニット型準個室＞【療養強化型】

（二）　ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（Ⅱ）
　　＜療養型老健：看護職員を配置＞

（三）　ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（Ⅲ）
　＜療養型老健：看護オンコール体制＞

×９７／１００

（１）　介護老人保健施設
　　介護予防短期入所
　　療養介護費
　　（1日につき）

（一）　介護老人保健施設介護予防
　　　短期入所療養介護費（Ⅰ）

（二）　介護老人保健施設介護予防
　　短期入所療養介護費（Ⅱ）
　＜療養型老健：看護職員を配置＞

ａ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜従来型個室＞【療養型】

ｂ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜従来型個室＞【療養強化型】

ｃ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜多床室＞【療養型】

ｄ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜多床室＞【療養強化型】

（三）　介護老人保健施設介護予防
　　短期入所療養介護費（Ⅲ）
　　＜療養型老健：看護オンコール体制＞

ｄ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜ユニット型準個室＞【療養強化型】

（２）　ユニット型介護老人
　　保健施設介護予防
　　短期入所療養介護費
　　（1日につき）

（一）　ユニット型介護老人保健施設
　　　介護予防短期入所療養
　　　介護費（Ⅰ）

ｄ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜ユニット型準個室＞【在宅強化型】

ｃ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜ユニット型準個室＞【従来型】



予防　６

　ロ　療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数及
び入院患者の
数の合計数が
入院患者の定
員を超える場
合

又
は

看護・介護職
員の員数が基
準に満たない
場合

又
は

看護師が基準
に定められた
看護職員の員
数に20/100
を乗じて得た
数未満の場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出
たもので、医
師の数が基準
に定められた
医師の員数に
60/100を乗じ
て得た数未満
である場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出
たもの以外
で、医師の数
が基準に定め
られた医師の
員数に
60/100を乗じ
て得た数未満

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等
ユニットケアに
おける体制が
未整備である
場合

廊下幅が設備
基準を満たさ
ない場合

医師の配置に
ついて医療法
施行規則第４
９条の規定が
適用されてい
る場合

夜勤を行う職
員の勤務条件
に関する基準
の区分による
加算

認知症行動・
心理症状緊急
対応加算

若年性認知症
利用者受入加
算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要支援１ （ 553 単位）

要支援２ （ 686 単位）

要支援１ （ 615 単位）

要支援２ （ 769 単位）

要支援１ （ 518 単位）

要支援２ （ 642 単位）

要支援１ （ 580 単位）

要支援２ （ 725 単位）

要支援１ （ 494 単位）

要支援２ （ 612 単位）

要支援１ （ 556 単位）

要支援２ （ 695 単位）

要支援１ （ 553 単位）

要支援２ （ 686 単位）

要支援１ （ 615 単位）

要支援２ （ 769 単位）

要支援１ （ 553 単位）

要支援２ （ 686 単位）

要支援１ （ 615 単位）

要支援２ （ 769 単位）

要支援１ （ 622 単位）

要支援２ （ 778 単位）

要支援１ （ 622 単位）

要支援２ （ 778 単位）

要支援１ （ 622 単位）

要支援２ （ 778 単位）

要支援１ （ 622 単位）

要支援２ （ 778 単位）

　：　特定診療費、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

注
所定単位は、（１）から（７）までにより算定した単位数の合計

片道につき
＋１８４単位

１日につき
＋１２０単位

基本部分

（一）　病院療養
  病床介護予防
　短期入所療養
　介護費（Ⅰ）

　看護<6:1>
　介護<4:1>

×９０／１００

－１２単位

b.病院療養病床経過型介護予防
　短期入所療養介護費（ⅱ）
 <多床室>（２）　病院療養

　病床経過型
　介護予防短期
　入所療養
　介護費
　（１日につき）

（一）　病院療養
　病床経過型
　介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅰ）

 看護<6:1>
 介護<4:1>

a.病院療養病床経過型介護予防
  短期入所療養介護費（ⅰ）
 <従来型個室>

（一）　ユニット型病院療養病床介護予防
　　短期入所療養介護費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

b.病院療養病床経過型介護
 予防短期入所療養介護費（ⅱ）
 <多床室>

（二）　病院療養
　病床介護予防
　短期入所療養
　介護費（Ⅱ）

　看護<6:1>
　介護<5:1>

（４）　ユニット型
　病院療養病床
　経過型介護
　予防短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

（一）　ユニット型病院療養病床経過型
　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

（１）　病院療養
　病床介護予防
　短期入所療養
　介護費
　（１日につき）

b.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅱ）
  　<多床室>

（三）　病院療養
　病床介護予防
　短期入所療養
　介護費（Ⅲ）

　看護<6:1>
　介護<6:1>

b.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅱ）
 <多床室>

a.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅰ）
  <従来型個室>

b.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅱ）
  <多床室>

注

×９０／１００

１日につき
＋２００単位
（７日間を限

度）

（二）　病院療養
　病床経過型
　介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅱ）

　看護<8:1>
　介護<4:1>

a.病院療養病床経過型介護
  予防短期入所療養介護費（ⅰ）
 <従来型個室>

（３）　ユニット型
　病院療養病床
　介護予防短期
　入所療養
　介護費
　（１日につき）

a.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅰ）
  <従来型個室>

（二）　ユニット型病院療養病床介護予防
　　短期入所療養介護費（Ⅱ）
　　<ユニット型準個室>

a.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅰ）
 <従来型個室>

（５）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（７）　サービス提供体制
　　強化加算

（６）　特定診療費

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（８）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　（1月につき　＋（一）の／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　（1月につき　＋（一）の／１００）

（二）　ユニット型病院療養病床経過型
　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）
　　<ユニット型準個室>

夜間勤務等
看護（Ⅰ）
＋２３単位

夜間勤務等
看護（Ⅱ）
＋１４単位

夜間勤務等
看護（Ⅲ）
＋１４単位

夜間勤務等
看護（Ⅳ）
＋７単位

－１２単位

病院療養病
床療養環境

減算
　－２５単位

×９７／１００

－２５単位

×９０／１００

×９０／１００×７０／１００

×７０／１００

×７０／１００



予防　７

ハ　診療所における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注

利用者の数及
び入院患者の
数の合計数が
入院患者の定
員を超える場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置して
いない等ユニッ
トケアにおける体
制が未整備であ
る場合

廊下幅が設備
基準を満たさな
い場合

認知症行動・心
理症状緊急対
応加算

若年性認知症
利用者受入加
算

利用者に対して
送迎を行う場合

要支援１ （ 536 単位）

要支援２ （ 665 単位）

要支援１ （ 598 単位）

要支援２ （ 748 単位）

要支援１ （ 468 単位）

要支援２ （ 580 単位）

要支援１ （ 535 単位）

要支援２ （ 669 単位）

要支援１ （ 605 単位）

要支援２ （ 757 単位）

要支援１ （ 605 単位）

要支援２ （ 757 単位）

　：　特定診療費、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

注
所定単位は、（１）から（５）までにより算定した単位数の
合計

（６）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　（1月につき　＋（一）の９０／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　＋（一）の８０／１００）

（１）　診療所
　介護予防短期
　入所療養
　介護費
　（１日につき）

基本部分

（一）　ユニット型診療所介護予防短期
　入所療養介護費（Ⅰ）
  <ユニット型個室>

（２）　ユニット型
　診療所介護
　予防短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

×７０/１００

（一）　診療所
　介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅰ）

　看護<6：1>
　介護<6：1>

（二）　診療所
　介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅱ）

　看護・介護
　<3：１>

a.診療所介護予防短期
 入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

片道につき
　＋１８４単位

診療所設備基
準減算

－６０単位

b.診療所介護予防短期
 入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

×９７／１００

１日につき
＋１２０単位

１日につき
＋２００単位

（７日間を限度）

a.診療所介護予防短期
 入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.診療所介護予防短期
 入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

（二）　ユニット型診療所介護予防短期
　入所療養介護費（Ⅱ）
  <ユニット型準個室>

（４）　特定診療費

（３）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（５）　サービス提供体制強化加算



予防　８

ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

注 注

利用者の数及び
入院患者の数の
合計数が入院
患者の定員を超
える場合

又
は

看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合

又
は

看護師が基準に
定められた看護
職員の員数に
20/100を乗じ
て得た数未満の
場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出た
もので、医師の
数が基準に定め
られた医師の員
数に60/100を
乗じて得た数未
満である場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出た
もの以外で、医
師の数が基準に
定められた医師
の員数に
60/100を乗じ
て得た数未満で
ある場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等
ユニットケアにおけ
る体制が未整備で
ある場合

利用者に対して送
迎を行う場合

要支援１ （ 846 単位）

要支援２ （ 1,006 単位）

要支援１ （ 955 単位）

要支援２ （ 1,109 単位）

要支援１ （ 780 単位）

要支援２ （ 948 単位）

要支援１ （ 842 単位）

要支援２ （ 1,031 単位）

要支援１ （ 757 単位）

要支援２ （ 920 単位）

要支援１ （ 819 単位）

要支援２ （ 1,003 単位）

要支援１ （ 745 単位）

要支援２ （ 905 単位）

要支援１ （ 807 単位）

要支援２ （ 988 単位）

要支援１ （ 684 単位）

要支援２ （ 844 単位）

要支援１ （ 793 単位）

要支援２ （ 947 単位）

要支援１ （ 588 単位）

要支援２ （ 748 単位）

要支援１ （ 650 単位）

要支援２ （ 831 単位）

要支援１ （ 957 単位）

要支援２ （ 1,112 単位）

要支援１ （ 957 単位）

要支援２ （ 1,112 単位）

要支援１ （ 849 単位）

要支援２ （ 1,040 単位）

要支援１ （ 849 単位）

要支援２ （ 1,040 単位）

　：　特定診療費、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

注
所定単位は、（１）から（６）までにより算定した単位数の
合計

（７）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　（1月につき　＋（一）の９０／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　＋（一）の８０／１００）

注

×９０／１００

（五）　認知症疾患
　型介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅴ）

　経過措置型

a.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

b.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

（四）　認知症疾患
　型介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅳ）

　看護<4：1>
　介護<6：1>

a.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

×７０／１００

×７０／１００

b.ユニット型認知症疾患型
　介護予防短期入所療養
　介護費（ⅱ）
　<ユニット型準個室>

（二）　認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養
　介護費（Ⅱ）
　<多床室>

大
学
病
院

aユニット型.認知症疾患型
　介護予防短期入所療養
　介護費（ⅰ）
　<ユニット型個室>

基本部分

（二）　認知症疾患
　型介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅱ）

　看護<4：1>
　介護<4：1>

（三）　認知症疾患
　型介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅲ）

　看護<4：1>
　介護<5：1>

a.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

（１）　認知症
　疾患型介護
　予防短期
　入所療養
　介護費
（１日につき）

大
学
病
院

一
般
病
院

（一）　認知症疾患
　型介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅰ）

　看護<3：1>
　介護<6：1>

a.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

片道につき
　＋１８４単位

×９０／１００

－１２単位

×９０／１００

b.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

a.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

×９７／１００

×７０／１００ ×９０／１００

（４）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（２）　認知症
　疾患型経過
　型介護予防
　短期入所療
　養介護費
　（１日につき）

（一）　認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養
　介護費（Ⅰ）
　<従来型個室>

（３）　ユニット
　型認知症
　疾患型介護
　予防短期
　入所療養
　介護費
　（１日につき）

一
般
病
院

（二）　ユニット型
　認知症疾患型
　介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅱ）

a.ユニット型認知症疾患型
　介護予防短期入所療養
　介護費（ⅰ）
　<ユニット型個室>

b.ユニット型認知症疾患型
　介護予防短期入所療養
　介護費　（ⅱ）
　<ユニット型準個室>

（一）　ユニット型
　認知症疾患型
　介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅰ）

（６）　サービス提供体制強化加算

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（５）　特定診療費



予防　９

１０　介護予防特定施設入居者生活介護費

注 注 注 注 注

看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合

介護職員の員数
が基準に満たな
い場合

個別機能訓練加
算

医療機関連携加
算

障害者等支援加
算

要支援１ （ １９６ 単位）

要支援２ （ ４５３ 単位）

・介護予防訪問系及び介護予防通所系サービス

・介護予防福祉用具貸与

※　限度額

１１　介護予防福祉用具貸与費

注
所定単位は、イからロまでにより算定した単位数の合計

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×３０／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　（1月につき　＋（一）の９０／１００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　＋（一）の８０／１００）

ハ　介護職員
　　処遇改善
　　加算

ロ　外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき   ５８ 単位）

×７０／１００
１日につき
＋２０単位

　通常の各サービスの基本部分の報酬単位の　９０／１００

　（介護予防通所介護等の選択的サービス（運動器機
能向上、栄養改善、口腔機能向上）の加算が可能）

　介護予防の福祉用具貸与と同様

※ただし、基本部分も含めて介護予防サービスの区分支給限度額を限
度とする。

基本部分

注

委託先である指定介護予防サービス事業者により介護予防サービスが行
われる場合

イ　介護予防特定施設入居者生活介護費
　　（1日につき）

×７０／１００
１日につき
＋１２単位

１月につき
＋８０単位

注 注 注

特別地域介護予防福祉用具貸与加
算

中山間地域等における小規模事業所
加算

認知症老人徘徊感知機器

特殊寝台

体位変換器

手すり

移動用リフト

自動排泄処理装置

特殊寝台付属品

スロープ

要支援１　  4,970単位

要支援2　10,400単位

中山間地域等に居住する者へのサー
ビス提供加算

　：　特別地域介護予防福祉用具貸与加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額管理の対象外と
なる算定項目

※　要支援１又は要支援２の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、特殊尿器を算定
しない。（ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。）

介護予防福祉用具
貸与費
（現に指定介護予防福祉用具貸与に要した費
用の額を当該事業所の所在地に適用される１
単位の単価で除して得た単位数）

車いす

交通費に相当する額を事業所の所在
地に適用される１単位の単価で除して
得た単位数を加算
（個々の用具ごとに貸与費の１００／１
００を限度）

交通費に相当する額の２／３に相当す
る額を事業所の所在地に適用される１
単位の単価で除して得た単位数を加算
（個々の用具ごとに貸与費の２／３を限
度）

交通費に相当する額の１／３に相当す
る額を事業所の所在地に適用される１
単位の単価で除して得た単位数を加算
（個々の用具ごとに貸与費の１／３を限
度）

車いす付属品

歩行補助つえ

床ずれ防止用具

歩行器

基本部分



予防　１０

Ⅱ　指定介護予防支援介護給付費単位数の算定構造

介護予防支援費

ハ　介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＋３００単位）

ロ　初回加算　　　　　　　　　　（＋３００単位）

イ　介護予防支援費（1月につき）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４１２単位）

基本部分



：平成２４年４月改定箇所

Ⅰ　指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造

  １　定期巡回・随時訪問介護看護費

　２　夜間対応型訪問介護費

　３　認知症対応型通所介護費

　４　小規模多機能型居宅介護費

　５　認知症対応型共同生活介護費

　６　地域密着型特定施設入居者生活介護費

　７　地域密着型介護老人福祉施設サービス

　８　複合型サービス費

Ⅱ　指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　介護予防認知症対応型通所介護費

　２　介護予防小規模多機能型居宅介護費

　３　介護予防認知症対応型共同生活介護費

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

地　域　密　着　型　サ　ー　ビ　ス



地域　１

Ⅰ　指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造

１　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

注 注 注 注 注 注 注 注

准看護師によ
りサービス提
供が行われる
場合

通所サービス
利用時の調整
（1日につき）

特別地域定
期巡回・随時
対応型訪問
介護看護加
算

中山間地域
等における小
規模事業所
加算

中山間地域
等に居住する
者へのサービ
ス提供加算

緊急時訪問
看護加算

特別管理加
算

ターミナルケ
ア加算

要介護１ （ ６，６７０ 単位） －１４５単位

要介護２ （ １１，１２０ 単位） －２４２単位

要介護３ （ １７，８００ 単位） －３８６単位

要介護４ （ ２２，２５０ 単位） －４８３単位

要介護５ （ ２６，７００ 単位） －５８０単位

要介護１ （ ９，２７０ 単位） －２０１単位

要介護２ （ １３，９２０ 単位） －３０２単位

要介護３ （ ２０，７２０ 単位） －４５０単位

要介護４ （ ２５，３１０ 単位） －５５０単位

要介護５ （ ３０，４５０ 単位） －６６１単位

要介護１ （ ６，６７０ 単位） －１４５単位

要介護２ （ １１，１２０ 単位） －２４２単位

要介護３ （ １７，８００ 単位） －３８６単位

要介護４ （ ２２，２５０ 単位） －４８３単位

要介護５ （ ２６，７００ 単位） －５８０単位

　：　特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算、
　　　介護職員処遇改善加算については、支給限度額管理の対象外の算定項目

ヘ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×４０／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　（1月につき　＋（１）の９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　（1月につき　＋（１）の８０／１００）

注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計

基本部分

イ　定期巡回・随時
　対応型訪問介護
　看護費（Ⅰ）
　　(1月につき）

（１）訪問看護サービスを行わない場合

（２）訪問看護サービスを行う場合

ロ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅱ）
　　(1月につき）

×９８／１００

死亡日及び
死亡日前

14日以内に
2日以上ター
ミナルケアを
行った場合
＋２，０００単

位

＋１０／１００ ＋５／１００
１月につき

＋２９０単位

１月につき
（Ⅰ）の場合
＋500単位

又は
（Ⅱ）の場合
＋250単位

＋１５／１００

ハ　初期加算                                               　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（１日につき　　＋３０
単位）

ニ　退院時共同指導加算
　　一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所であって訪問看護サービスが必要な者のみ算定可
能
　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                　 　　（１回につき　＋６００
単位）

ホ　サービス提供　体制強化加算

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
     　　　                                   　　 （１月につき　＋３５０単位）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
     　                                   　　　　 （１月につき　＋３５０単位）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
     　　　                                   　　 （１月につき　＋５００単位）

 

 [脚注] 

   １．単位数算定記号の説明 

     ＋○○単位    ⇒   所定単位数 ＋ ○○単位 

     －○○単位    ⇒   所定単位数 － ○○単位 

     ×○○／１００  ⇒   所定単位数 × ○○／１００ 

     ＋○○／１００  ⇒   所定単位数 ＋ 所定単位数×○○／１００ 



地域　２

２　夜間対応型訪問介護費

注 注
事業所と同一
の建物に居住
する利用者３０
人以上にサー
ビスを行う場
合

24時間通報対
応加算

　：　介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×４０／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　＋（１）の９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　＋（１）の８０／１００）

×９０／１００

注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合
計

ロ　夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）　　 　　　　　　　（１月につき　２,７６０単位）

ハ　サービス提供体制強化加算
（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　８４単位を加算）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　１２単位を加算）

ニ　介護職員処遇改善加算

基本夜間対応型訪問介護費
　　　　　　　　　（１月につき　１,０００単位）

基本部分

イ　夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）

定期巡回サービス費
　　　　　　　　　　(１回につき　３８１単位) １月につき

６１０単位

随時訪問サービス費(Ⅱ)
　　　　　　　　　　（１回につき　７８０単位）

随時訪問サービス費(Ⅰ)
　　　　　　　　　　（１回につき　５８０単位）



地域　３

３　認知症対応型通所介護費

注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場合

又
は

看護・介護職
員の員数が
基準に満たな
い場合

要介護１ （ 589 単位）

要介護２ （ 648 単位）

要介護３ （ 708 単位）

要介護４ （ 768 単位）

要介護５ （ 827 単位）

要介護１ （ 904 単位）

要介護２ （ 1,001 単位）

要介護３ （ 1,097 単位）

要介護４ （ 1,194 単位）

要介護５ （ 1,291 単位）

要介護１ （ 1,030 単位）

要介護２ （ 1,141 単位）

要介護３ （ 1,253 単位）

要介護４ （ 1,365 単位）

要介護５ （ 1,477 単位）

要介護１ （ 533 単位）

要介護２ （ 586 単位）

要介護３ （ 639 単位）

要介護４ （ 693 単位）

要介護５ （ 746 単位）

要介護１ （ 813 単位）

要介護２ （ 899 単位）

要介護３ （ 986 単位）

要介護４ （ 1,072 単位）

要介護５ （ 1,159 単位）

要介護１ （ 924 単位）

要介護２ （ 1,024 単位）

要介護３ （ 1,124 単位）

要介護４ （ 1,224 単位）

要介護５ （ 1,324 単位）

要介護１ （ 268 単位）

要介護２ （ 278 単位）

要介護３ （ 287 単位）

要介護４ （ 297 単位）

要介護５ （ 307 単位）

要介護１ （ 436 単位）

要介護２ （ 451 単位）

要介護３ （ 467 単位）

要介護４ （ 483 単位）

要介護５ （ 499 単位）

要介護１ （ 503 単位）

要介護２ （ 521 単位）

要介護３ （ 539 単位）

要介護４ （ 557 単位）

要介護５ （ 575 単位）

　：　介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

ニ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×２９／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算Ⅱ）
　　　（1月につき　＋（１）の９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　＋（１）の８０／１００）

注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　６単位を加算）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　１２単位を加算）

基本部分

注

（一）
３時間以上
５時間未満

（一）
３時間以上
５時間未満

（三）
７時間以上
９時間未満

（二）
５時間以上
７時間未満

（３）　７時間以上９時間未満

ロ　認知症
対応型通
所介護費
（Ⅱ）

（１）　認知症対応型
　　通所介護費（ⅰ）

（二）
５時間以上
７時間未満

ハ　サービス提供体制強化加算

（２）　認知症対応型
　　通所介護費（ⅱ）

×７０/１００ ×７０/１００

事業所と同一
建物に居住
する者又は同
一建物から利
用する者に認
知症対応型
通所介護を
行う場合

１日につき
－94単位

口腔機能向
上加算

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

７時間以上９時
間未満の認知症
対応型通所介
護の前後に日常
生活上の世話を
行う場合

入浴介助を
行った場合

個別機能訓
練加算

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

１日につき
＋２７単位

１日につき
＋６０単位

９時間以上10時間
未満の場合

　　＋５０単位
　

10時間以上11時間
未満の場合

　 ＋100単位

11時間以上12時間
未満の場合

　 ＋150単位

９時間以上10時間
未満の場合

　　＋５０単位
　

10時間以上11時間
未満の場合

　 ＋100単位

11時間以上12時間
未満の場合

　 ＋150単位

９時間以上10時間
未満の場合

　　＋５０単位
　

10時間以上11時間
未満の場合

　 ＋100単位

11時間以上12時間
未満の場合

　 ＋150単位

栄養改善加
算

２時間以上３
時間未満の
認知症対応
型通所介護
を行う場合

若年性認知
症利用者受
入加算

×６３/１００

×６３/１００

×６３/１００

１日につき
　＋５０単

位

イ　認知症
対応型通
所介護費
（Ⅰ）

（三）
７時間以上
９時間未満

（１）　３時間以上５時間未満

（２）　５時間以上７時間未満



地域　４

４　小規模多機能型居宅介護費

注 注

登録者数が登
録定員を超え
る場合 又

は

要介護１ （ １１，４３０ 単位）

要介護２ （ １６，３２５ 単位）

要介護３ （ ２３，２８６ 単位）

要介護４ （ ２５，５９７ 単位）

要介護５ （ ２８，１２０ 単位）

ハ　認知症加算

　：　事業所開始時支援加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

５　認知症対応型共同生活介護費

注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数が
利用定員を超
える場合

介護従業者の
員数が基準に
満たない場合

夜間ケア加
算(Ⅰ)

夜間ケア加算
(Ⅱ)

認知症行
動・心理症
状緊急対応
加算

若年性認知
症利用者受
入加算

要介護１ （ ８０２ 単位）

要介護２ （ ８４０ 単位）

要介護３ （ ８６５ 単位）

要介護４ （ ８８２ 単位）

要介護５ （ ９００ 単位）

要介護１ （ ７８９ 単位）

要介護２ （ ８２７ 単位）

要介護３ （ ８５２ 単位）

要介護４ （ ８６９ 単位）

要介護５ （ ８８６ 単位）

要介護１ （ ８３２ 単位）

要介護２ （ ８７０ 単位）

要介護３ （ ８９５ 単位）

要介護４ （ ９１２ 単位）

要介護５ （ ９３０ 単位）

要介護１ （ ８１９ 単位）

要介護２ （ ８５７ 単位）

要介護３ （ ８８２ 単位）

要介護４ （ ８９９ 単位）

要介護５ （ ９１６ 単位）

注　看取り介護加算
（イを算定する場合のみ算定）

ヘ　認知症専門ケア加算
（イを算定する場合のみ算定）

ト　サービス提供体制強化加算

※　短期利用認知症共同生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。

注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋（１）の９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋（１）の８０／１００）

ト　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×４２／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋（１）の９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋（１）の８０／１００）

チ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×３９／１０００）

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　４単位を加算）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（１）認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）

ホ　退居時相談援助加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位を加算（利用者１人につき１回を限度））

（１）　死亡日以前４日以上30日以下
　　 　　　　　　　　　 （１日につき　８０単位を加算）

１日につき
＋１２０単位

（２）認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）
１日につき
＋２５単位

ロ　短期利用共同生活
　介護費
　（１日につき）※

（１）短期利用共同生活介護費（Ⅰ）
１日につき
＋５０単位

1日につき
＋２００単位
（７日間を限

度）

（２）短期利用共同生活介護費（Ⅱ）
１日につき
＋２５単位

イ　認知症対応型共同生活
　介護費
　（１日につき）

×９７／１００ ×７０／１００ ×７０／１００

１日につき
＋５０単位

注

又
は

注
所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計

×７０／１００

注

従業者の員数
が基準に満た
ない場合

×７０／１００

過少サービ
スに対する減
算

×７０／１００×９０／１００

事業所と同一
の建物に居住
する登録定員
の80%以上の
者にサービス
を行う場合

基本部分

（２）　看護職員配置加算（Ⅱ）
　　　　     　　　　　　　　（1月につき　７００単位を加算）

（1）　看護職員配置加算（Ⅰ）
　　　　     　　　　　　　　（1月につき　９００単位を加算）

（２）　死亡日以前２日又は３日
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６８０単位を加算）

注

ロ　初期加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

（２）　認知症加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　  （１月につき　５００単位を加算）

ニ　看護職員配置加算

（１）　認知症加算（Ⅰ）
　　　　　                    （１月につき　８００単位を加算）

ホ　事業開始時支援加算　                                            （１月につき　５００単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

イ　小規模多機能型居宅介護費(1月につき）

ハ　初期加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

ニ　医療連携体制加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３９単位を加算）

ヘ　サービス提供体制強化加算

（2）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　３５０単位を加算）

基本部分

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　３５０単位を加算）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　５００単位を加算）

（３）　死亡日
　　　　　　　　　　　　（１日につき　1,280単位を加算）



地域　５

６　地域密着型特定施設入居者生活介護費

注 注 注 注

要介護１ （ ５６０ 単位）

要介護２ （ ６２８ 単位）

要介護３ （ ７００ 単位）

要介護４ （ ７６８ 単位）

要介護５ （ ８３８ 単位）

要介護１ （ ５６０ 単位）

要介護２ （ ６２８ 単位）

要介護３ （ ７００ 単位）

要介護４ （ ７６８ 単位）

要介護５ （ ８３８ 単位）

※　短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。

注　看取り介護加算
　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　死亡日以前４日以上30日以下
　　 　　　　　　　　　 （１日につき　８０単位を加算）

（２）　死亡日以前２日又は３日
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６８０単位を加算）

（３）　死亡日
　　　　　　　　　　　　（１日につき　1,280単位を加算）

注
所定単位は、イからロまでにより算定した単位数の合計

ハ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　　＋所定単位×３０／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　（1月につき　　＋（１）の９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　　＋（１）の８０／１００）

基本部分
看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合

個別機能訓練加
算

医療機関連携加
算

夜間看護体制加
算

１月につき
＋８０単位

１日につき
＋１０単位

ロ　短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につき）※２ ×７０／１００
１日につき
＋１０単位

イ　地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につき） ×７０／１００
１日につき
＋１２単位



地域　6 

７　地域密着型介護福祉施設サービス
注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

入所者の数が
入所定員を超
える場合

又
は

介護・看護職
員又は介護支
援専門員の員
数が基準に満
たない場合

日常生活継続支
援加算

看護体制加算
（Ⅰ）

看護体制加算
（Ⅱ）

夜勤職員配置
加算

準ユニットケア
加算

専従の常勤
医師を配置し
ている場合

精神科医師に
よる療養指導
が月2回以上
行われている
場合

障害者生活支
援体制加算

要介護１ （ 577 単位）

要介護２ （ 647 単位）

要介護３ （ 719 単位）

要介護４ （ 789 単位）

要介護５ （ 858 単位）

要介護１ （ 630 単位）

要介護２ （ 699 単位）

要介護３ （ 770 単位）

要介護４ （ 839 単位）

要介護５ （ 907 単位）

要介護１ （ 623 単位）

要介護２ （ 691 単位）

要介護３ （ 762 単位）

要介護４ （ 831 単位）

要介護５ （ 898 単位）

要介護１ （ 659 単位）

要介護２ （ 729 単位）

要介護３ （ 802 単位）

要介護４ （ 872 単位）

要介護５ （ 941 単位）

要介護１ （ 659 単位）

要介護２ （ 729 単位）

要介護３ （ 802 単位）

要介護４ （ 872 単位）

要介護５ （ 941 単位）

要介護１ （ 738 単位）

要介護２ （ 804 単位）

要介護３ （ 875 単位）

要介護４ （ 941 単位）

要介護５ （ 1,007 単位）

要介護１ （ 789 単位）

要介護２ （ 853 単位）

要介護３ （ 924 単位）

要介護４ （ 989 単位）

要介護５ （ 1,054 単位）

要介護１ （ 780 単位）

要介護２ （ 845 単位）

要介護３ （ 914 単位）

要介護４ （ 979 単位）

要介護５ （ 1,043 単位）

要介護１
（ 738 単位）

要介護２・３
（ 844 単位）

要介護４・５
（ 973 単位）

要介護１
（ 789 単位）

要介護２・３
（ 894 単位）

要介護４・５
（ 1,021 単位）

要介護１
（ 780 単位）

要介護２・３
（ 885 単位）

要介護４・５
（ 1,011 単位）

要介護１ （ 808 単位）

要介護２ （ 874 単位）

要介護３ （ 945 単位）

要介護４ （ 1,012 単位）

要介護５ （ 1,078 単位）

要介護１ （ 808 単位）

要介護２ （ 874 単位）

要介護３ （ 945 単位）

要介護４ （ 1,012 単位）

要介護５ （ 1,078 単位）

要介護１ （ 808 単位）

要介護２・３ （ 915 単位）

要介護４・５ （ 1,044 単位）

要介護１ （ 808 単位）

要介護２・３ （ 915 単位）

要介護４・５ （ 1,044 単位）

注
常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにお
ける体制が未
整備である場
合

基本部分

若年性認知
症入所者受
入加算

注
個別機能訓
練加算

＋２６単位＋１２単位

ニ　ユニット型
　介護老人福祉
　施設における
　経過的地域
　密着型介護
　福祉施設
　サービス費

（三）　旧措置入所者経過的地域
　密着型介護福祉施設
　サービス費（Ⅲ）
　<多床室（平成24年4月1日後に新
設）>

（二）　ユニット型旧措置入所者
　経過的地域密着型介護福祉
　施設サービス費（Ⅱ）
　<ユニット型準個室>

（３）　地域密着型介護福祉施設サービス費（Ⅲ）
　（1日につき）
　<多床室（平成24年4月1日後に新設）>

（１）　ユニット型
　経過的地域密着
　型介護福祉施設
　サービス費
　（１日につき）

（一）　ユニット型経過的地域
　密着型介護福祉施設
　サービス費（Ⅰ）
　<ユニット型個室>

（二）　経過的地域密着型介護
　福祉施設サービス費（Ⅱ）
　<多床室（平成24年4月1日以前
　に整備）>

（三）　経過的地域密着型介護
　福祉施設サービス費（Ⅲ）
　<多床室（平成24年4月1日後に新
設）>

×７０／１００

＋２３単位

＋１８単位

＋５単位

（二）　ユニット型経過的地域
　密着型介護福祉施設
　サービス費（Ⅱ）
　<ユニット型準個室>

（２）　ユニット型
　旧措置入所者
　経過的地域密着
　型介護福祉施設
　サービス費
　（１日につき）

（１）　経過的地域
　密着型介護福祉
　施設サービス費
　（1日につき）

（１）　地域密着型介護福祉施設サービス費（Ⅰ）
　（1日につき）
　<従来型個室>

イ　地域密着型
　介護福祉施設
　サービス費

ハ　経過的地域
　密着型介護
　福祉施設
　サービス費

（一）　ユニット型旧措置入所者
　経過的地域密着型介護福祉
　施設サービス費（Ⅰ）
　<ユニット型個室>

（１）　ユニット型地域密着型介護福祉施設
　　サービス費（Ⅰ）
　（1日につき）
　<ユニット型個室>

（一）　旧措置入所者経過的地域
　密着型介護福祉施設
　サービス費（Ⅰ）
　<従来型型個室>

（二）　旧措置入所者経過的地域
　密着型介護福祉施設
　サービス費（Ⅱ）
　<多床室（平成24年4月1日以前
　に整備）>

（２）　地域密着型介護福祉施設サービス費（Ⅱ）
　（1日につき）
　<多床室（平成24年4月1日以前に整備）>

ロ　ユニット型
　地域密着型
　介護福祉施設
　サービス費

（２）　ユニット型地域密着型介護福祉施設
　サービス費（Ⅱ）
　（1日につき）
　<ユニット型準個室>

（2）　旧措置入所者
　経過的地域密着
　型介護福祉施設
　サービス費
　（1日につき）

×９７／１００

（一）　経過的地域密着型介護
　福祉施設サービス費（Ⅰ）
　<従来型個室>

＋１２０単位 ＋２５単位 ＋５単位

＋４単位

×９７／１００ ×７０／１００

＋１３単位 ＋５単位

＋２３単位

＋８単位

＋４１単位

＋１２単位

×９７／１００ ＋４６単位
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ネ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　　＋所定単位×２５／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　　＋（１）の９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　　＋（１）の８０／１００）

注
所定単位は、イからツまでにより算定した単位数の合計

ホ　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

注　身体拘束廃止未実施減算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

注　外泊時費用

レ　認知症専門ケア加算 （１）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）
（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　４単位を加算）

入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき２４６単位を算定

（１）　経口維持加算（Ⅰ）　　　　　（２８単位）

（２）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　　　（５単位）

ヘ　退所時等相
談援助加算

（１）　退所前訪問相談援助加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所中1回（又は2回）を限度に、４６０単位を算定）

（２）　退所後訪問相談援助加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（退所後1回を限度に、４６０単位を算定）

（３）　退所時相談援助加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

ト　栄養マネジメント加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

チ　経口移行加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

リ　経口維持加算（１日につき）

（４）　退所前連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

注
入所者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合

ツ　サービス提供体制強化加算 （１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

ソ　認知症行動・心理症状緊急対応加算　　　　　　　　　　（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）

ヨ　在宅・入所相互利用加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

タ　小規模拠点集合型施設加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５０単位を加算）

（２）　死亡日以前２日又は３日
　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６８０単位を加算）

（３）　死亡日
　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２８０単位を加算）

ヲ　療養食加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

ワ　看取り介護加算

（１）　死亡日以前４日以上３０日以下
　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　８０単位を加算）

注
　歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月４回以上行った場合
口腔機能維持管理体制加算を算定していない場合は、算定しない

ル　口腔機能維持管理加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　１１０単位を加算）

ヌ　口腔機能維持管理体制加算　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　３０単位を加算）

カ　在宅復帰支援機能加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）
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８　複合型サービス

注 注 注

登録者数が登録定
員を超える場合 又

は

要介護１ （ １３，２５５ 単位） ー９２５単位 ー３０単位

要介護２ （ １８，１５０ 単位） ー９２５単位 ー３０単位

要介護３ （ ２５，１１１ 単位） ー９２５単位 ー３０単位

要介護４ （ ２８，３４７ 単位） ー１，８５０単位 ー６０単位

要介護５ （ ３１，９３４ 単位） ー２，９１４単位 ー９５単位

ハ　認知症加算

ト　特別管理加算

　：　事業所開始時支援加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

注
死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合

注
所定単位は、イからリまでにより算定した単位数の合計

ヌ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×４２／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　（1月につき　＋（１）×９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　（1月につき　＋（１）×８０／１００）

チ　ターミナルケア加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　２，０００単位を加算）

リ　サービス提供体制
　強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　５００単位を加算）

（2）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　３５０単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　３５０単位を加算）

×７０／１００

ロ　初期加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

（１）　認知症加算（Ⅰ）
　　　　　            　　        （１月につき　８００単位を加算）

基本部分

注

過少サービスに対す
る減算

従業者の員数が基準
に満たない場合

末期の悪性腫瘍等に
より医療保険の訪問
看護が行われる場合
の減算
（１月につき）

×７０／１００

特別の指示により頻回
に医療保険の訪問看
護が行われる場合の
減算
（１日につき）

ヘ　緊急時訪問看護加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　５４０単位を加算）

（１）　特別管理加算（Ⅰ）
　　　　　                   　　（１月につき　５００単位を加算）

（２）　特別管理加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　 　 （１月につき　２５０単位を加算）

イ　複合型サービス費
　　(1月につき）

×７０／１００

（２）　認知症加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　  （１月につき　５００単位を加算）

二　退院時共同指導加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1回につき　６００単位を加算）

ホ　事業開始時支援加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　５００単位を加算）
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Ⅱ　指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

１　介護予防認知症対応型通所介護費

注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数が利
用定員を超える場
合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

要支援１ （ 515 単位）

要支援２ （ 570 単位）

要支援１ （ 782 単位）

要支援２ （ 873 単位）

要支援１ （ 890 単位）

要支援２ （ 995 単位）

要支援１ （ 465 単位）

要支援２ （ 516 単位）

要支援１ （ 703 単位）

要支援２ （ 785 単位）

要支援１ （ 800 単位）

要支援２ （ 893 単位）

要支援１ （ 249 単位）

要支援２ （ 263 単位）

要支援１ （ 404 単位）

要支援２ （ 427 単位）

要支援１ （ 466 単位）

要支援２ （ 493 単位）

 

　：　介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

ニ　介護職員処遇
改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　　＋所定単位×２９／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　　＋（１）の９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　　＋（１）の８０／１００）

注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計

（一）
３時間以上
５時間未満

基本部分

ロ　介護予防認知症
　対応型通所
  介護費（Ⅱ）

（三）
７時間以上
９時間未満

（２）　５時間以上７時間未満

事業所と同一建
物に居住する者
又は同一建物か
ら利用する者に介
護予防認知症対
応型通所介護通
所介護を行う場合

１日につき
－94単位

１日につき
＋６０単位

若年性認知症利
用者受入加算

１月につき
　＋１５０単位

口腔機能向上加
算

栄養改善加算

１月につき
　＋１５０単位

１日につき
　＋５０単位

×63/１００

×63/１００

個別機能訓練加
算

２時間以上３時間
未満の介護予防
認知症対応型通
所介護を行う場合

７時間以上９時間
未満の介護予防
認知症対応型通
所介護の前後に
日常生活上の世
話を行う場合

注

９時間以上10時間
　未満の場合
　　＋50単位

10時間以上11時間
未満の場合

　 ＋100単位
11時間以上12時間

未満の場合
　 ＋150単位

９時間以上10時間
　未満の場合
　　＋50単位

10時間以上11時間
未満の場合

　 ＋100単位
11時間以上12時間

未満の場合
　 ＋150単位

９時間以上10時間
　未満の場合
　　＋50単位

10時間以上11時間
未満の場合

　 ＋100単位
11時間以上12時間

未満の場合
　 ＋150単位

入浴介助を行った
場合

ハ　サービス提供体
　制強化加算

＋２７単位

×63/１００

（一）
３時間以上
５時間未満

×７０/１００
（二）
５時間以上
７時間未満

（二）
５時間以上
７時間未満

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　１２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　６単位を加算）

（三）
７時間以上
９時間未満

×７０/１００

（１）　３時間以上５時間未満

（２）　介護予防
　認知症対応型
　通所介護費（ⅱ）
　（旧併設型）

（１）　介護予防
　認知症対応型
　通所介護費（ⅰ）
　（旧単独型）

イ　介護予防認知症
　対応型通所
　介護費（Ⅰ）

（３）　７時間以上９時間未満
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２　介護予防小規模多機能型居宅介護費

注 注

登録者数が登
録定員を超え
る場合

従業者の員数
が基準に満た
ない場合

要支援１ （ ４,４６９ 単位）

要支援２ （ ７,９９５ 単位）

　：　事業所開始時支援加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

３　介護予防認知症対応型共同生活介護費

注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさな

い場合

利用者の数が
利用定員を超
える場合

介護従業者の
員数が基準に
満たない場合

夜間ケア加
算(Ⅰ)

夜間ケア加
算(Ⅱ)

認知症行
動・心理症
状緊急対応
加算

若年性認知
症利用者受
入加算

（１）　介護予防認知症対応型共同生活介護費
（Ⅰ）

要支援２ （ ７９８ 単位）
１日につき
＋５０単位

（２）　介護予防認知症対応型共同生活介護費
（Ⅱ）

要支援２ （ ７８５ 単位）
１日につき
＋２５単位

（１）　介護予防短期利用共同生活介護費（Ⅰ） 要支援２ （ ８２８ 単位）
１日につき
＋５０単位

（２）介護予防短期利用共同生活介護費（Ⅱ） 要支援２ （ ８１５ 単位）
１日につき
＋２５単位

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
  　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　３５０単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
  　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　３５０単位を加算）

 ト　介護職員処遇改善加算

注
所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計

（１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×３９／１０００）

（２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋（１）の９０／１００）

（３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　＋（１）の８０／１００）

（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　（1日につき　４単位を加算）

ホ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　（1月につき　　＋所定単位×４２／１０００）

注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
                    　　　 　（1月につき　　＋（１）の９０／１００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　＋（１）の８０／１００）

１日につき
＋１２０単位

ロ　介護予防短期利用共同生活
　介護費※

1日につき
＋２００単位
（７日間を限

度）

ハ　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

ニ　退居時相談援助加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位を加算（利用者１人につき１回を限度）)

ロ　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
  　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　５００単位を加算）

過少サービ
スに対する
減算

×７０／１００

基本部分

×７０／１００

注

又
は

×７０／１００イ　介護予防小規模多機能型居宅介護費(1月につき）

事業所と同一
の建物に居住
する登録定員
の80%以上の
者にサービスを
行う場合

×９０／１００

ハ　事業開始時支援加算                                                    （１月につき　５００単位を加算）

ニ　サービス提供体制強化加算

※　介護予防短期利用共同生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。

基本部分

注注

ヘ　サービス提供体制強化加算

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

又
は

イ　介護予防認知症対応型共同
　生活介護費

×９７／１００ ×７０／１００ ×７０／１００

ホ　認知症専門ケア加算
（イを算定する場合のみ算定）

（１）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）
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